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1 P17 ア 自殺対策推進会議

保健・医療・福祉・教育等の関係者・
関係団体や学識経験者を構成員とする
自殺対策推進会議を開催し、関係機関
や民間団体等が課題を共有し、緊密に
連携して自殺予防を総合的に推進する
体制を構築します。

関係機関が連携・協力して総合的な自
殺対策を推進する。

・１回／年
（書面開催）

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・適切にPDCAサイクルを実施
するため、年度の早い時期に
開催することを目指す。

１回／年
（令和３年11月16日開催）

Ａ 概ね計
画どおり

適切なPDCAサイクルの実行
のため、会議の早期開催等
を含め引き続き調整する。

１回／年 ３回／年
次期計画策定のため、
３回開催

保健予防課

2 P17 イ
自殺対策検討委員
会

副区長を委員長とし、庁内の保健・医
療・福祉・教育等の関係部署を委員と
する検討委員会を開催し、各分野の部
署が連携を図り、包括的かつ効果的に
自殺対策を推進します。

庁内関係部署が連携・協力して総合的
な自殺対策を推進する。

・１回／年
（書面開催）

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・適切にPDCAサイクルを実施
するため、年度の早い時期に
開催することを目指す。

１回／年
（令和３年８月31日開催）

Ａ 概ね計
画どおり

適切なPDCAサイクルの実行
のため、会議の早期開催等
を含め引き続き調整する。

１回／年 ４回／年
次期計画策定のため、
４回開催

保健予防課

3 P17 ア
相談窓口への同行
等による切れ目の
ない支援

複数の問題を抱えた区民からの相談に
対し、まずは相談を受けた職員がその
人の話を聞きとり、悩みを受け止め、
その窓口でできる支援を行います。必
要に応じて、適切な次の相談窓口へ同
行や電話により着実につなぎ、関連部
署が連携して支援を行います。区民に
は、希望に応じて「橋渡しシート」を
活用し、複数の相談先の担当者などへ
スムーズにつなぎ、切れ目のない支援
を行います。

相談者の二重説明等による負担の軽減
や複合的な支援により、自殺リスクの
軽減につながる。

【関連事業】
（1）職員向けゲートキー
パー養成講座の実施
（2）適切な相談機関につ
なぐための自殺予防対策の
手引きの作成、周知

Ａ　 概ね
計画どおり

・全ての区職員にゲートキー
パーの役割を理解してもらう
取組が必要。

(1)職員向けゲートキーパー
養成講座の実施
(2)適切な相談機関につなぐ
ための自殺予防対策の手引
きの周知
(3)庁内報「やる気応援ス
イッチ」に自殺対策の記事
を掲載し啓発

Ａ 概ね計
画どおり

区職員にゲートキーパーの
役割を理解してもらえるよ
う、継続した取組が必要で
ある。

(1)職員向けゲートキー
パー養成講座の実施
(2)適切な相談機関につ
なぐための自殺予防対
策の手引きの周知

(1)職員向けゲートキー
パー養成講座の実施
(2)適切な相談機関につ
なぐための自殺予防対
策の手引きの作成、周
知

保健予防課

4 P17 イ
自殺予防の手引き
の作成

関係機関および支援者向けに、自殺リ
スクを抱える人を早期に発見し、気持
ちを受け止め、適切な相談機関につな
ぐための手引きを作成します。

支援者の視点や相談先等を盛り込んだ
手引きを作成することにより、自殺リ
スクのある人を見逃さない体制を整え
るとともに地域全体で自殺予防につな
げる。

・手引きの作成、周知 Ａ　 概ね
計画どおり

・手引きが活用されるよう周
知が必要。

手引きの周知
※庁内報「やる気応援ス
イッチ」にて区職員に周知
※練馬区民生児童委員協議
会にて周知

Ａ 概ね計
画どおり

手引きを活用し、相談者に
対する切れ目ない支援がで
きるよう、引き続き周知に
取り組む必要がある。

手引きの周知 手引きの作成、周知

保健予防課

5 P17 ウ
関係機関による連
携の強化

それぞれの支援策や役割を理解し、顔
の見える関係づくりや情報交換を行え
るよう、保健福祉相談機関連絡会、地
域精神保健福祉関係者連絡会や地域包
括支援センターの地域ケア会議等を活
用して事例検討・研修等を実施しま
す。

自殺リスクの高い人等の支援に係る情
報を共有することにより、支援の質を
高め自殺予防につなげる。

・関係者会議で、それぞれ
の支援課題について情報交
換や検討を実施した。

Ａ　 概ね
計画どおり

取組により目標達成されてい
るか、指標がないため進捗管
理等ができづらい。

関係者会議で、それぞれの
支援課題について情報交換
や検討を実施した。

Ａ 概ね計
画どおり

取組により目標達成されて
いるか、指標がないため進
捗管理等ができづらい。

関係者会議で、それぞ
れの支援課題について
情報交換や検討を実施
する。

関係者会議で、それぞ
れの支援課題について
情報交換や検討を実施
する。

保健予防課
保健相談所

基本施策　（1）地域におけるネットワークの強化

  ①　関係機関等の連携体制の構築

 ②　各種相談窓口の連携
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6 P18 ア
支援者向けゲート
キーパー養成講座

民生・児童委員に加え、ひとり親家庭
や生活困窮者の相談員等、支援者向け
のゲートキーパー養成講座を実施しま
す。

地域に根ざして活動される方へゲート
キーパーの役割等について広く周知す
ることにより、地域において見守る体
制の充実が図られ自殺予防につなが
る。

・コロナウイルス感染症拡
大防止のため未開催

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

相談員等、研修参加が難しい
方には、研修資料やゲート
キーパー手帳の配付等を検討
する。
感染対策を図った上での養成
講座の実施方法を検討する必
要がある。

・１回／年
（令和３年12月27日開催）
・対象：民生・児童委員等
の支援者
・参加者：25名
・対面・オンライン併用で
開催

Ａ 概ね計
画どおり

相談員等、研修参加が難し
い方には、研修資料やゲー
トキーパー手帳の配付等に
より制度の理解・周知を図
る。

１回／年
対面・オンライン併用
で開催

・上記の他に支援者向
けゲートキーパー養成
講座（動画視聴型）を
実施

１回／年
対面・オンライン併用
で開催

・上記の他に支援者向
けゲートキーパー養成
講座（動画視聴型）を
実施

保健予防課
福祉部（管理課、生活福祉課）

7 P18 イ
窓口業務等の職員
向けゲートキー
パー養成講座

保健福祉部門だけでなく、収納部門や
教育部門などで窓口業務等に携わる職
員を対象として、自殺に関する知識や
うつ病等精神疾患への理解を深め、専
門機関へつなぐゲートキーパー養成講
座を実施します。

様々な悩みを抱えた方に対し「自殺の
サインへの気づきや関連部署等へのつ
なぎ」を意識した対応が図れる。

・２回／年
(1)２月１８日
対象：窓口業務等の職員
参加者：１８名
(2)１月１２日
対象：教職員
参加者：１００名
（リモート講座）

Ａ　 概ね
計画どおり

多くの職員が参加できるよ
う、一部リモートを活用した
講座の開催が必要

・２回／年
(1)２月28日
対象：窓口業務等の職員
参加者：20名
(2)６月22日
対象：教職員
参加者：98名
（オンラインでのみ開催）

Ａ 概ね計
画どおり

開催時期・開催曜日・周知
方法・講座内容等を検討
し、受講者を増やす仕組み
づくりが必要である。

２回／年 ・２回／年

・上記の他に教職員向
けゲートキーパー養成
講座（動画視聴型）を
実施

保健予防課
区民部
教育振興部
こども家庭部

8 P18 ウ
事業所向けゲート
キーパー養成講座

練馬産業連合会をはじめ業種別団体な
どと連携し、区内の事業所を対象とし
たゲートキーパー養成講座を実施しま
す。

事業所内において問題を抱えている人
のサインに気づき支援につなぐ人材を
育成することで自殺予防につなげる。

・コロナウイルス感染症感
染拡大防止のため実施を見
合わせた。

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・コロナ禍にあって事業不振
等経済問題を抱えた方への自
殺予防対策は重要である。
様々な施策の一つとして関係
団体と連携し、ゲートキー
パー養成講座を実施する必要
がある。

・１回／年
（令和４年１月21日開催）
・対象：産業経済関係者向
け
参加者：32名
・対面・オンライン併用で
開催
※産業経済団体の会報への
チラシの折込、業種別団体
へのチラシの送付等により
参加者を募集

Ａ 概ね計
画どおり

コロナ禍にあって事業不振
等経済問題を抱えた方への
自殺予防対策は重要であ
る。様々な施策の一つとし
て関係団体と連携し、ゲー
トキーパー養成講座を実施
する必要がある。

１回／年
対面・オンライン併用
で開催

１回／年
対面・オンライン併用
で開催

保健予防課
産業経済部

9 P18 エ
薬剤師向けゲート
キーパー養成講座

練馬区薬剤師会と連携し、身体や心の
不調を抱える人々に接する薬剤師を対
象としたゲートキーパー養成講座を実
施します。

地域に根ざして活動される薬剤師へ
ゲートキーパーの役割等について広く
周知することにより、地域において見
守る体制の充実が図られ自殺予防につ
ながる。

・コロナウイルス感染症拡
大防止のため未開催

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

事業の趣旨、内容等につい
て、薬剤師等に十分な理解を
得られるような周知方法を薬
剤師会と連携して検討を行う
必要がある。
多くの方が参加できるよう、
一部リモートを活用した講座
の開催が必要。

・１回／年
（令和４年２月１日開催）
・対象：薬剤師等
・参加者：38名
・対面・オンライン併用で
開催

Ａ 概ね計
画どおり

事業の趣旨、内容等につい
て、薬剤師等に十分な理解
を得られるような周知方法
を、薬剤師会と連携して検
討を行う必要がある。

１回／年
対面・オンライン併用
で開催

１回／年
対面・オンライン併用
で開催

保健予防課

10 P18 オ

介護サービス事業
所向けゲートキー
パー養成講座の周
知

練馬介護人材育成・研修センターおよ
び練馬区介護サービス事業者連絡協議
会と連携し、介護サービス事業所への
周知を図り、ゲートキーパー養成講座
の参加を促します。

地域に根ざして活動される介護サービ
ス事業所職員へゲートキーパーの役割
等について広く周知することにより、
地域において見守る体制の充実が図ら
れ自殺予防につながる。

・コロナウイルス感染症拡
大防止のため未開催

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

事業の趣旨、内容等につい
て、十分な理解を得られるよ
うな周知方法を協議会と連携
して検討を行う必要がある。
多くの方が参加できるよう、
一部リモートを活用した講座
の開催が必要。

・１回／年
（令和３年７月27日開催）
・対象：介護・障害福祉
サービス事業者に従事する
職員
・参加者：３名
※練馬介護人材育成・研修
センターは、令和３年４月
より「練馬福祉人材育成・
研修センター」へ名称変更
した。

Ａ 概ね計
画どおり

受講者数が少ないことが課
題である。養成講座をオン
ラインでライブ配信し、受
講しやすい環境を提供する
ことで受講者数の増加を図
る。

・１回/年
（令和４年6月23日開
催）
・対象：介護・障害福
祉サービス事業者に従
事する職員
・参加者：12名（集合
型３名、オンライン９
名）

オンライン配信を導入
し、新型コロナウイル
ス感染症が拡大する中
でも受講しやすい環境
を提供した結果、受講
者が増加した。

１回/年

集合型とオンライン配
信の併用により受講し
やすい環境の提供を継
続する。

高齢社会対策課

11 P18 カ

障害福祉サービス
事業所向けゲート
キーパー養成講座
の周知

練馬障害福祉人材育成・研修センター
および練馬区障害福祉サービス事業者
連絡会と連携し、障害福祉サービス事
業所への周知を図り、ゲートキーパー
養成講座の参加を促します。

地域に根ざして活動される障害福祉
サービス事業所職員へゲートキーパー
の役割等について広く周知することに
より、地域において見守る体制の充実
が図られ自殺予防につながる。

1回／年 Ａ　 概ね
計画どおり

事業の趣旨、内容等につい
て、十分な理解を得られるよ
うな周知方法を協議会と連携
して検討を行う必要がある。
多くの方が参加できるよう、
一部リモートを活用した講座
の開催が必要

※左記研修は、上記練馬福
祉人材育成・研修センター
（旧　練馬介護人材育成・
研修センター）と合同で開
催した。

Ａ 概ね計
画どおり

ー ※練馬障害福祉人材育
成・研修センターは、
令和４年４月に練馬福
祉人材育成・研修セン
ターに統合された。

ー

障害者サービス調整担当課

基本施策　（2）自殺対策を支える人材育成

 ①　関係機関、関連職種を対象とした研修
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12 P19 ア
ゲートキーパー養
成講座

子育てのひろばや学校応援団のスタッ
フ、青少年育成地区委員、町会・自治
会、ＰＴＡ等にも呼び掛けてゲート
キーパー養成講座を実施し、地域で支
援に協力できる人材を増やします。ま
た、つながるカレッジねりま（福祉分
野）のなかで、自殺対策やゲートキー
パーの役割等について学べる授業を取
り入れます。

地域に根ざして活動される団体へゲー
トキーパーの役割等について広く周知
することにより、地域において見守る
体制の充実が図られ自殺予防につなが
る。

・２回／年
・対象：区民
(1)２月19日
参加者数：17名
(2)３月８日
参加者数：16名

・つながるカレッジねりま
（福祉分野）の受講生１年
生および２年生に対し、
ゲートキーパー養成講座を
それぞれ1回ずつ実施
⑴令和３年２月４日
　参加者数：２年生21名
⑵令和３年３月９日
　参加者数：１年生22名

Ａ　 概ね
計画どおり

事業の趣旨、内容等につい
て、十分な理解を得られるよ
うな周知方法を各団体と連携
して検討を行う必要がある。
多くの方が参加できるよう、
一部リモートを活用した講座
の開催が必要。

①区民対象
・２回／年
(1)９月14日
参加者数：38名（オンライ
ンでのみ開催）
(2)２月28日
参加者数：84名（対面・オ
ンライン併用で開催）

②令和３年度のつながるカ
レッジねりま（福祉分野）
受講生対象
・新入生募集は中止。
・今年度在籍している学生
（２年生）は昨年度受講済
みのため未実施。

Ａ 概ね計
画どおり

事業の趣旨、内容等につい
て、十分な理解を得られる
ような周知方法を各団体と
連携して検討を行う必要が
ある。

①区民対象
・２回／年
対面・オンライン併用
で開催

②つながるカレッジね
りま（福祉分野）受講
生対象
・令和５年１月17日
・予定参加者数：27名

③区民向けゲートキー
パー養成講座（動画視
聴型）の配信

①区民対象
・２回／年
対面・オンライン併用
で開催

②つながるカレッジね
りま（福祉分野）受講
生対象
・１回／年

③区民向けゲートキー
パー養成講座（動画視
聴型）の配信

保健予防課
青少年課
福祉部管理課
子育て支援課
子ども家庭支援センター

 ②　区民を対象とした研修
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13 P20 ア
相談窓口を周知す
るリーフレット等
の作成

個々の状況にあわせた適切な支援につ
なげられるよう、様々な相談窓口を一
覧できるリーフレットを作成します。
リーフレットは区立施設や関係機関で
配布するほか、医療機関・薬局や理容
所・美容所などの生活関連施設にも配
置を依頼します。また、区ホームペー
ジにも相談窓口がまとめて見られる
ページを作成します。

自殺やこころの健康について考える機
会とすると同時に、適切な専門機関に
ついて知る機会とし、自殺予防につな
げる。

・「相談窓口一覧」や職員
用「自殺予防対策の手引
き」に掲載し、配布

Ａ　 概ね
計画どおり

個々の状況にあわせた適切な
支援が行えるよう、相談窓口
一覧の周知に継続して取り組
む必要がある。

相談窓口案内の作成、発行
・相談窓口案内（名刺サイ
ズ：2,000部）
・相談窓口案内（天のり冊
子型：200部）

Ａ 概ね計
画どおり

個々の状況にあわせた適切
な支援が行えるよう、相談
窓口一覧の周知に継続して
取り組む必要がある。

相談窓口案内の作成、
発行

相談窓口案内の作成、
発行

保健予防課

14 P20 イ
SNS相談（東京都
等）の周知

東京都が実施するSNS相談や民間団体が
実施している相談窓口について、区
ホームページや上記リーフレットへの
掲載などにより周知を図ります。

自殺に追い込まれている人を適切な専
門機関につなぎ、自殺リスクの軽減を
図る。

・「相談窓口一覧」や相談
先周知のカードを作成し配
布。
・職員用「自殺予防対策の
手引き」に掲載し、配布。

Ａ　 概ね
計画どおり

個々の状況にあわせた適切な
支援が行えるよう、相談窓口
一覧の周知に継続して取り組
む必要がある。

・区ホームページへの情報
掲載

・啓発用リーフレットの作
成（3,000部）

Ａ 概ね計
画どおり

個々の状況にあわせた適切
な支援が行えるよう、相談
窓口一覧の周知に継続して
取り組む必要がある。

・区ホームページへの
情報掲載

・啓発用リーフレット
の作成

・区ホームページへの
情報掲載

・啓発用リーフレット
の作成

保健予防課

15 P20 ア
自殺防止キャン
ペーン

9月の自殺予防週間にあわせて鉄道事業
者と連携し、練馬区内の駅で自殺予防
に関する普及啓発活動を実施します。
また、3月の自殺対策強化月間にあわせ
て、区役所でのパネル展示や公設掲示
板へのポスター掲示等を実施します。

自殺の現状や対策について広く周知を
図るとともに、自殺について考える機
会とし自殺予防につなげる。

(1)【９月】
・区役所２階通路でパネル
展示

(2)【３月】
・区役所正面入口東側でパ
ネル展示
・懸垂幕の設置

Ａ　 概ね
計画どおり

・コロナウイルス感染症拡大
防止のため街頭でのリーフ
レット等の配布は中止した。

(1)【９月】
区報に相談窓口等を掲載

(2)【３月】
・区役所アトリウムでのパ
ネル展示およびストレス
チェック表・リーフレット
等の啓発物品の配布
・区役所アトリウムにて懸
垂幕の掲出
・区立施設でのメモ帳等の
啓発物品の配布
・区報に特集記事を掲載
・区立施設および公設掲示
板へのポスター掲示

Ａ 概ね計
画どおり

時機に応じた自殺防止キャ
ンペーン事業に、引き続き
取り組む必要がある。

(1)【９月】
・令和４年９月13日
（火）に東京都および
鉄道事業者と連携し、
西武鉄道練馬駅で自殺
予防に関する普及啓発
物品を配布
・区報に特集記事を掲
載
(2)【３月】
・区役所でのパネル展
示や区立施設および公
設掲示板へのポスター
掲示
・区報に特集記事を掲
載

(1)【９月】
・東京都および鉄道事
業者と連携し、自殺予
防に関する普及啓発活
動を実施
・区報に特集記事を掲
載

(2)【３月】
・区役所でのパネル展
示や区立施設および公
設掲示板へのポスター
掲示
・区報に特集記事を掲
載

保健予防課

16 P20 イ
こころといのちの
講演会

３月の自殺対策強化月間に、こころと
いのちに関する講演会を実施します。

自殺対策についての理解を促進する。
早期に相談窓口につなげる。

・講演会「幸福度ランキン
グ１位の国の対話力に学ぶ
～コロナ禍で孤立しないた
めに～」実施

Ａ　 概ね
計画どおり

継続実施 ３月に講演会を予定してい
たが、コロナ感染症対策の
ため中止した。

Ｂ 遅れや
修正が生じ
た

継続して実施する。 ３月に区民向け講演会
を実施予定

３月に区民向け講演会
を実施予定

保健相談所

17 P20 ウ
区立図書館での図
書展示

９月の自殺予防週間や３月の自殺対策
強化月間にあわせて、図書館でポス
ターの掲示や自殺防止に関連する図書
を展示し、周知を図ります。

ポスターの掲示やテーマ展示により、
当事者及び周囲の方に対し、自殺予防
や対策について理解を促す。

・２回／年
・９月と３月に実施

Ａ　 概ね
計画どおり

各図書館において計画どおり
実施した。

・２回／年
・９月、３月に実施

Ａ 概ね計
画どおり

各図書館において計画どお
り実施した。

・１～２回／年
・主に９月、３月

・１～２回／年
・主に９月、３月

光が丘図書館

②　区民向けの講演会やキャンペーン等の実施

基本施策　（3）区民への啓発と周知

 ①　リーフレット等の作成と活用
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18 P20 ア
区報・区ホーム
ページ等による周
知

　９月の自殺予防週間や３月の自殺対
策強化月間に、区報や区ホームページ
等に自殺予防に関して理解を深めてい
ただく啓発記事や相談窓口を掲載し、
周知を図ります。

自殺やこころの健康について考える機
会とすると同時に、適切な専門機関に
ついて知る機会とし、自殺予防につな
げる。

・区報やホームページ等で
キャンペーンの実施および
相談窓口一覧を更新する。
【保健相談所】
こころの相談等の周知を
ホームページ、区報で行っ
た。

Ａ　 概ね
計画どおり

自殺対策をテーマにした区
ホームページの充実が必要。

・区報、区ホームページで
のこころの相談等の周知
・自殺対策をテーマにした
区ホームページの充実

Ａ 概ね計
画どおり

・掲載する時の時勢にあっ
た内容の広報を検討する。
（コロナ禍の自殺など）
・区ホームページへアクセ
スしやすい環境の整備が必
要

・区報、区ホームペー
ジでのこころの相談等
の周知
・自殺対策をテーマに
した区ホームページの
充実（こころの健康の
保ちかたに関するコラ
ムの掲載）
・二次元バーコード等
の付与による、アクセ
ス環境の整備

・区報、区ホームペー
ジでのこころの相談等
の周知
・自殺対策をテーマに
した区ホームページの
充実（こころの健康の
保ちかたに関するコラ
ムの掲載）
・二次元バーコード等
の付与による、アクセ
ス環境の整備

保健予防課
保健相談所
広聴広報課

19 P21 イ
「わたしの便利
帳」への掲載

「わたしの便利帳」に、生きるための
支援に関する相談窓口を掲載し、周知
を図ります。

自殺やこころの健康について考える機
会とすると同時に、適切な専門機関に
ついて知る機会とし、自殺予防につな
げる。

・生きるための支援に関す
る相談窓口を掲載し、周知
する。

Ａ　 概ね
計画どおり

自殺関連の相談窓口の掲載に
ついて検討。

生きるための支援に関する
相談窓口を掲載し、周知す
る。

Ａ 概ね計
画どおり

令和４年度更新版に新たに
自殺関連の相談窓口を掲載
予定である。

こころの健康に関する
相談、夜間の相談、自
殺関連の相談の窓口を
掲載

こころの健康に関する
相談、夜間の相談、自
殺関連の相談の窓口を
掲載

保健予防課
保健相談所
広聴広報課

20 P21 ウ
ねりまちてくてく
サプリによる周知

区民の健康づくりを応援するためのス
マートフォン用アプリを活用し、ゲー
トキーパー養成講座やこころの健康づ
くりに関することを周知します。

自殺やこころの健康について考える機
会とすると同時に、適切な専門機関に
ついて知る機会とし、自殺予防につな
げる。

・各所管が掲載するための
環境整備（アカウント発行
等）
  全庁20課
　200名にアプリCMS操作権
限付与
 
・ねりまちてくてくサプリ
へ講座情報や健康づくりに
ついて掲載
令和２年度
睡眠に関するコラム（６
回）
がんに関するコラム（２
回）
歯科に関するコラム（22
回）
・保健相談所から情報発信
はしなかった

Ａ　 概ね
計画どおり

・こころの健康に関する情報
提供を行う
・保健相談所においてもサプ
リの活用について検討が必
要。

・各所管が掲載するための
環境整備（アカウント発行
等）
  全庁20課
　183名にアプリCMS操作権
限付与
 
・講座情報や健康づくりに
ついて掲載
令和３年度
　睡眠に関するコラム(３
回)
　がんに関するコラム(１
回)

・保健相談所では、「ねり
まちてくてくサプリ」の活
用周知を積極的に実施して
いなかった。

Ａ 概ね計
画どおり

・こころの健康に関する情
報提供を行う。

・保健相談所における「ね
りまちてくてくサプリ」の
活用を検討する。

・各所管が掲載するた
めの環境整備（アカウ
ント発行等）
 
・講座情報や健康づく
りについて掲載

・こころの健康に関す
る情報の掲載

・保健相談所において
「ねりまちてくてくサ
プリ」の活用を検討

・各所管が掲載するた
めの環境整備（アカウ
ント発行等）
 
・講座情報や健康づく
りについて掲載

・こころの健康に関す
る情報の掲載

保健予防課
保健相談所
健康推進課

③　多様な媒体を活用した啓発（区報、区ホームページ、SNS等）
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21 P21 ア
精神保健相談、酒
害・家族相談、う
つ相談

精神科医師による相談や保健師による
相談を実施し、必要な関係機関につな
ぎ、継続して支援を行います。また、
家族会の開催等により、家族への支援
も行います。

当事者および家族の自殺リスクを軽減
する。

・精神科医師による相談
（実施）152回／６保健相
談所

Ａ　 概ね
計画どおり

継続実施 精神科医師による相談
151回/６保健相談所

Ａ 概ね計
画どおり

継続して実施する。 精神科医師による相談
を６保健相談所にて実
施

精神科医師による相談
を６保健相談所にて実
施

保健相談所

22 P21 イ
アウトリーチ（訪
問支援）事業

自ら受診や相談のできない方と家族に
対して、精神保健福祉士や保健師など
多職種が連携して訪問支援を実施し、
必要な医療やサービスにつなげていき
ます。

適切な治療やサービスにつなげ自殺リ
スクを軽減する。

・精神科医師による訪問支
援
　12回／６保健相談所
・地域精神保健相談員8名
配置
・アウトリーチ事業に係る
職種向け事例検討会
　２回／６保健相談所

Ａ　 概ね
計画どおり

継続実施 ・精神科医師による訪問支
援
11回/６保健相談所
・地域精神保健相談員８名
による訪問支援842回
・アウトリーチ事業に係る
事例検討会２回／６保健相
談所

Ａ 概ね計
画どおり

継続して実施する。 ・精神科医師・地域精
神保健相談員・保健師
による訪問支援
・アウトリーチ事業に
係る事例検討会の実施

・精神科医師・地域精
神保健相談員・保健師
による訪問支援
・アウトリーチ事業に
係る事例検討会の実施

保健相談所

23 P21 ウ
ストレスチェック
表の活用

区が作成したストレスチェック表を用
いて、区民自身が自分の心の状態に関
心を持ち、うつ病などを早期発見でき
るように周知します。

自身や身近な人のこころの健康につい
て考える機会とし、自殺予防につなげ
る。

・自殺防止キャンペーンや
講座等でストレスチェック
表を配布し、活用してもら
えるよう促す。

Ａ　 概ね
計画どおり

保健相談所での配布、区ホー
ムページでの周知以外方法を
広げられなかった

個人がメンタルヘルスを意
識するきっかけとして、ス
トレスチェック表を活用で
きるよう、周知方法の検討
を行った。

Ｂ 遅れや
修正が生じ
た

保健相談所での配布、区
ホームページでの周知以外
方法を広げられなかった。

個人がメンタルヘルス
を意識するきっかけと
して、ストレスチェッ
ク表を活用できるよ
う、周知方法を検討

個人がメンタルヘルス
を意識するきっかけと
して、ストレスチェッ
ク表を活用

保健相談所
保健予防課

24 P21 エ

精神障害にも対応
した地域包括ケア
システムの構築に
向けた協議の場の
設置

健康・医療・福祉関係者等による協議
の場を通じて、精神障害の有無や程度
に関わらず、誰もが安心して暮らすこ
とができる地域づくりを進める仕組み
を作っていきます。

自殺に追い込まれることは誰にでも起
こり得るため、誰もが安心して暮らす
ことができる地域づくりを関係機関と
検討し、自殺予防につながる仕組みづ
くりに取り組みます。

・地域包括ケアシステム構
築に向けた協議会の実施。
３回/年
・区内病院の長期入院者の
実態調査を実施。

Ａ　 概ね
計画どおり

・長期入院者が退院し再び地
域生活が送れるよう、課題の
共有、必要な資源について検
討を行う。

・地域包括ケアシステム構
築に向けた協議会の実施
３回/年
・区内病院の長期入院者の
追加調査及び退院支援の実
施。

Ａ 概ね計
画どおり

長期入院者が退院し再び地
域生活が送れるよう、課題
の共有、必要な資源につい
て検討を行う。

・地域包括ケアシステ
ム構築に向けた協議会
の実施
・区内病院の長期入院
者の調査から見えてき
た課題の整理を実施

・地域包括ケアシステ
ム構築に向けた協議会
の実施
・区内病院と連携した
長期入院者への退院支
援を実施

保健相談所

25 P21 オ
居場所マップの作
成

精神障害者等の方々が地域社会とつな
がることができる区内の居場所の情報
をまとめたマップを作成し、配布しま
す。

地域社会から孤立している状況は自殺
のリスクを高めるため、地域の関係機
関や団体等と連携して利用できる区内
の居場所について情報収集を行い、地
域とのつながりが持てる場所の発信に
取り組みます。

・情報収集・検討。
※区民と協働し、居場所
マップを作成予定であった
が、コロナ感染予防のため
事業実施を翌年度に延期す
る。

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・地域で安心して生活するた
めには、当事者向けの居場所
発信とともに、地域住民への
理解を進めていく必要があ
る。

・地域理解を深めるための
リーフレットの作成
・民生委員等向け講演会を
実施。
・居場所の情報収集は継続
して実施。

Ａ 概ね計
画どおり

地域理解を深めるための
リーフレット、および今年
度作成する居場所マップの
活用方法や周知方法の検討
が必要である。

・地域理解を深めるた
めのリーフレットの配
布
・居場所マップの作成

・居場所マップの配布

保健相談所

④ こころの悩みを抱えた方への相談支援体制の強化
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26 P22 ア 地区区民館

地区区民館は、乳幼児から高齢者まで
が利用できる地域施設です。児童館機
能や敬老館機能とともに、地域のつな
がりづくりのきっかけとなる地域住民
の相互交流や自主的活動の場を提供し
ます。

幅広い世代に向けた事業を年間を通し
て開催し、地域住民同士の相互交流を
深め、地域におけるつながりをつくっ
ていくことができる。
また、趣味などの自主的活動の場を提
供することで、日常生活の充実につな
げていく。

・各地区区民館において事
業を実施する

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・新型コロナウィルス感染拡
大防止により事業中止となる
ことが多かった。今後も状況
を見ながら各館で事業を実施
していく。

新型コロナウイルス感染拡
大の状況を見ながら、各館
で事業を実施した。
※新型コロナウィルス感染
症の拡大防止の観点から、
事業が中止となることが多
かった。

Ｂ 遅れや
修正が生じ
た

新型コロナウィルス感染症
の拡大防止の観点から、事
業が中止となることが多
かった。今後も状況を見な
がら各館で事業を実施して
いく。

新型コロナウィルス感
染症拡大の状況を考慮
しつつ、開催にあたり
感染防止を図り工夫し
ながら、各館で事業を
実施していく。

新型コロナウィルス感
染症拡大の状況を考慮
しつつ、開催にあたり
感染防止を図り工夫し
ながら、各館で事業を
実施していく。 地域振興課

27 P22 イ 街かどケアカフェ

区立施設や地域サロンに設置する街か
どケアカフェのほか、コンビニのイ―
トインスペースや薬局の待合室などを
活用した出張型街かどケアカフェにお
いて、高齢者の介護予防・健康づくり
のための事業等を実施します。あわせ
て、高齢者をはじめとする地域住民の
交流の場を提供し、安心して地域で暮
らせるよう支援します。

高齢者や家族をはじめ、地域住民が気
軽に立ち寄り、交流できる場を設ける
ことで、日常生活の悩みごとや困りご
とを抱え込み、孤立するのを予防す
る。

・常設型：計４か所
・地域サロン型：計21か所
・出張型：実施

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・新型コロナウイルス感染症
の影響に伴い、地域サロン団
体の活動が休止となり、予定
していた３団体との協定が締
結できない状況となった。
・今後は、コロナ禍でも活動
が可能な地域サロンとの協定
締結を進めていく。

・常設型：計５か所
・地域サロン型：25か所
・出張型：実施

Ａ 概ね計
画どおり

常設型は、令和３年４月に
１か所開設し、地域サロン
型は、新規に４団体と協定
を締結した。その一方で、
地域サロン型は休止を余儀
なくされている団体もある
ため、活動再開に向けて区
が支援できることがある
か、検討が必要である。

・常設型：計５か所
・地域サロン型：28か
所
・出張型：実施

・常設型：計６か所
・地域サロン型：31か
所
・出張型：実施

高齢者支援課

28 P22 ウ
はつらつセン
ター、敬老館

健康づくりやレクリエーション等の事
業や活動の場を提供することで、高齢
者の交流や社会参加を促進します。

事業への参加などを通じて、健康増
進・社会参加・いきがいづくりを促進
し、自殺リスクの低減につなげる。

はつらつセンター【４所】
　123事業／年

敬老館【12館】
　288事業／年

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・新型コロナウイルス感染症
対策による休館、定員制限等
により計画を下回った。

はつらつセンター【４所】
　185事業／年

敬老館【11館】（うち１館
休館中）
　314事業／年

A+ 計画以
上に進んだ

新型コロナウイルス感染症
の影響下でも、人数制限
や、オンラインツールを活
用して事業を行ったことで
計画を上回った。

はつらつセンター【４
所】180事業/年

敬老館【11館】（うち
１館休館中）　310事業
/年

はつらつセンター【４
所】180事業/年

敬老館【11館】（うち
１館休館中）　310事業
/年

高齢社会対策課

29 P22 エ

子育てのひろば
学童クラブ室活用
型子育て支援事業
（通称にこにこ）

0～3歳の乳幼児とその保護者などを対
象として、子育ての相談を行うととも
に、情報交換や親同士の仲間づくりの
場を提供します。

【練馬子ども家庭支援センター】
子育て中の保護者同士が自由に交流で
きる場を提供することで、育児の孤立
化を予防する。
また、子育てに関する相談にも対応し
ている。
【子育て支援課】
保護者の相談の場としてだけでなく、
地域での仲間づくりのきっかけや安心
して過ごせる居場所づくりにつなげ
る。

【練馬子ども家庭支援セン
ター】
子育てのひろば　27か所
（公設11か所、民設16か
所）

【子育て支援課】
・学童クラブ室75施設で実
施

Ａ　 概ね
計画どおり

・２年度は計画通り１か所増
設したが、年度末に既存施設
が１か所閉室した。安定運営
が可能な体制の整備が課題。

【練馬子ども家庭支援セン
ター】
子育てのひろば　26か所
（公設11か所、民設15か
所）

【子育て支援課】
学童クラブ室74施設で実施

Ａ 概ね計
画どおり

【練馬子ども家庭支援セン
ター】
・緊急対応により令和３年
度新規開設を延期。
・年度末に既存施設が１か
所閉室した。
・引き続き、安定運営が可
能な整備が課題である。

【子ども家庭支援セン
ター】
令和４年度新規開設と
して２施設公募を行
う。

【子育て支援課】
学童クラブ室72施設で
実施

【子ども家庭支援セン
ター】
計画通り新規開設の検
討を行う。

【子育て支援課】
学童クラブ室で実施

子ども家庭支援センター
子育て支援課

30 P22 オ
学校応援団ひろば
事業、ねりっこク
ラブ

構成員に青少年委員や児童委員、PTAが
含まれる地域のボランティア組織であ
る学校応援団の協力を得ながら、悩み
を抱える子どもたちを見守り、安心し
て過ごせる居場所を提供します。

・事業を通じて、日頃の見守りから子
どもや保護者の状況把握を行う機会が
多々あり、悩みを抱えた子どもや保護
者を把握する接点になり得る。
・事業委託団体スタッフおよび委託事
業者に、子どもの支援に関わる研修を
受講してもらうことで、問題を抱えて
いると見受けられる子どもがいた場合
は、適切な対応が取れるようになる可
能性がある。

【学校応援団ひろば事業】
38校

【研修】
(1)対面式研修
・１回/年
・９月実施
・対象：応援団理事、事務
局、ひろばスタッフ、開放
指導員、ねりっこクラブス
タッフ
・定員60名程度
(2)DVD研修
・１回/年
・11～12月実施
・対象：応援団理事、事務
局、ひろばスタッフ、開放
指導員、ねりっこクラブス
タッフ
・各校４枚貸出

【ねりっこクラブ】
27校

Ａ　 概ね
計画どおり

【学校応援団ひろば事業】
【ねりっこクラブ】
新型コロナによる緊急事態宣
言中はひろばを休止したた
め、継続的なひろば運営がで
きなかった。ひろばを休止し
ている期間は校庭利用（当該
校児童に限る）のみ実施し、
子どもの見守り・居場所づく
りに取り組んだ。
緊急事態宣言中はひろばを休
止し、校庭利用のみの実施と
なったこと等、コロナ禍にお
けるひろば運営が課題であ
る。

【研修】
予定通り実施した。

【学校応援団ひろば事業】
28校

【研修】
・２回/年
・10～11月実施
・対象：応援団理事、事務
局、ひろばスタッフ、開放
指導員、ねりっこクラブス
タッフ
・定員60名程度

【ねりっこクラブ】
37校

Ａ 概ね計
画どおり

【学校応援団ひろば事業】
【ねりっこクラブ】
年度当初（4/25～6/20）の
緊急事態宣言中はひろばを
休止し、校庭利用のみ実施
した。しかし、７月～９月
の緊急事態宣言中はひろば
を休止することなく、継続
的な運営ができた。
昨年度から引き続き、コロ
ナ禍でのひろば運営が課題
であったが、コロナ対策を
十分に行い、実施した。

【研修】
予定通り実施した。

【学校応援団ひろば事
業】
20校

【研修】
・２回/年
・10～11月実施
・対象：応援団理事、
事務局、ひろばスタッ
フ、開放指導員、ね
りっこクラブスタッフ
・定員60名程度

【ねりっこクラブ】
45校

【学校応援団ひろば事
業】
13校

【研修】
・２回/年
・10～11月実施
・対象：応援団理事、
事務局、ひろばスタッ
フ、開放指導員、ね
りっこクラブスタッフ
・定員60名程度

【ねりっこクラブ】
52校

子育て支援課

①　地域における居場所づくり

基本施策　（4）生きることの促進要因への支援
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31 P23 カ 練馬こどもカフェ

民間カフェ等と協働し、子どもが学
び、遊ぶ機会や、保護者が交流したり
リラックスできる環境を提供します。
地域の保育士や幼稚園教諭等が子育て
講座や育児相談等を実施し、家庭で子
育てをする保護者を支援します。

・子育てに関する相談を受けること
で、育児に関する不安を和らげる。
・保護者同士の交流の場となることで
孤立を防止し、リラックスの場となり
得る。
・専門的相談を必要とする保護者に区
の機関（子ども家庭支援センター等）
の情報提供を行う。

・１～２回程度/月×５カ
所
・対象：主に区内在住の在
宅子育て世帯の未就学児お
よび保護者
・定員：各回につき親子５
～10組程度
・新型コロナウイルス感染
症の影響により、令和２年
４月～６月および令和３年
１月～３月21日は開催を中
止した。再開にあたり規模
縮小等感染症対策を実施。
・開催規模を縮小を受け、
令和２年９月からオンライ
ン版を開始。

Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・１～２回程度/月
５カ所
・対象：主に区内在住の在
宅子育て世帯の未就学児お
よび保護者
・定員：各回につき親子５
～10組程度

Ａ 概ね計
画どおり

計画通りに実施したが、新
型コロナウイルス感染拡大
防止のため、各回の定員を
３～５組に縮小した。

１～２回程度/月
７カ所

未定

こども施策企画課

32 P23 キ
児童館（中高生居
場所づくり事業
等）

様々な遊びの提供や乳幼児と保護者、
小学生、中高生等の各世代に向けた事
業を行うなかで、子どもや保護者の悩
みを受け止め、子どもの健やかな成長
と子育てを支援します。

各世代に向けた事業を通じて、悩みを
抱える子どもや保護者の状況を把握す
るとともに、地域での交流や安心して
過ごせる居場所づくりにつなげる。

・児童館17館で実施
・中高生居場所づくり事業
の実施

Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・児童館17館で実施
・中高生居場所づくり事業
の実施

Ａ 概ね計
画どおり

ー ・児童館17館で実施
・中高生居場所づくり
事業の実施

・児童館17館で実施
・中高生居場所づくり
事業の実施

子育て支援課

33 P23 ク
障害者地域生活支
援センター

オープンスペースや各種プログラムの
提供、生活上の相談などを行うこと
で、障害のある方やその家族が地域で
孤立せず、安心して生活を送ることが
できるよう関係機関と連携して支援し
ます。

来所相談や電話相談、プログラム実施
など、様々な場面において利用者に寄
り添うとともに、課題の早期発見、適
切な支援につなげていく。

・すべての障害に対応し、
障害特性に応じた支援の実
施。
・相談支援事業
・地域活動支援センターⅠ
型事業

Ａ　 概ね
計画どおり

・コロナ禍において、外出で
きなくなった障害者の安否確
認等を行う在宅障害者等訪問
支援事業を実施した。

・すべての障害に対応し、
障害特性に応じた支援の実
施。
・相談支援事業
・地域活動支援センターⅠ
型事業

Ａ 概ね計
画どおり

コロナ禍でも、相談事業は
中止することなく実施し
た。

・すべての障害に対応
し、障害特性に応じた
支援の実施。
・相談支援事業
・地域活動支援セン
ターⅠ型事業

・すべての障害に対応
し、障害特性に応じた
支援の実施。
・相談支援事業
・地域活動支援セン
ターⅠ型事業

障害者施策推進課

34 P23 ケ
練馬区社会福祉協
議会による地域づ
くり

練馬区社会福祉協議会は、課題を抱え
ている方が地域で孤立しないよう、地
域の住民や活動団体が進める見守りや
助け合いなどの小地域福祉活動を支援
し、地域のつながりの充実を図りま
す。

小地域福祉活動を支援し、地域のつな
がりの充実を図ることにより、課題を
抱えている方が地域で孤立しないよう
にする。

随時 Ａ　 概ね
計画どおり

地域福祉コーディネーターを
配置し、同じ地域に住む住民
が、お互いを思いやり、支え
合い、見守り合える街になる
よう、地域福祉の基盤づくり
を進めている。

地域福祉コーディネーター
を配置し、同じ地域に住む
住民が、お互いを思いや
り、支え合い、見守り合え
る街になるよう、地域福祉
の基盤づくりを推進した。

Ａ 概ね計
画どおり

住民、団体、民生・児童委
員、関係機関等と連携し、
地域課題や生活相談につい
て共有し、解決に向けた
様々な取り組みや仕組みづ
くりを行う。

地域福祉コーディネー
ターを配置し、同じ地
域に住む住民が、お互
いを思いやり、支え合
い、見守り合える街に
なるよう、地域福祉の
基盤づくりを推進す
る。

地域福祉コーディネー
ターを配置し、同じ地
域に住む住民が、お互
いを思いやり、支え合
い、見守り合える街に
なるよう、地域福祉の
基盤づくりを推進す
る。

福祉部管理課

35 P23 コ
民間団体の活動と
の連携

こども食堂や相談情報ひろばなど、区
内では民間団体により、地域の中で
様々な居場所づくりに関連する活動が
活発に行われています。こうした民間
団体の活動とも連携して、困難を抱え
る人を支援につなげます。

民間団体の活動と連携を図り、関係部
署につなげられるような相談体制をと
り、区が把握できていない情報を得る
ことで、困難を抱える人を支援につな
げる。

・こども食堂連絡会の開催
年２回
・相談情報ひろばとの連携
随時

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

こども食堂連絡会について
は、コロナウイルス感染症の
影響により、書面開催となっ
た。

・こども食堂連絡会の開催
年２回（対面１回、書面１
回）
・相談情報ひろばとの連携
随時

Ａ 概ね計
画どおり

こども食堂連絡会について
は、コロナウイルス感染症
の影響を鑑みて、年２回開
催のうち１回を書面開催と
した。

・こども食堂連絡会の
開催　年２回
・相談情報ひろばとの
連携　随時

・こども食堂連絡会の
開催　年２回
・相談情報ひろばとの
連携　随時

協働推進課
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36 P23 ア
支援機関の専門職
員に対する研修会
の実施

保健、福祉、子育て、介護等に関する
支援機関の専門職員に対して、自殺の
リスクアセスメントや自殺未遂者への
支援等についての研修会を実施し、支
援力の向上と連携強化を図ります。

自殺リスクのある区民に対して関わる
ことの多い職員を対象に、その支援や
対応スキルを向上させる研修を実施す
ることで自殺予防につなげる。

コロナ感染症発生による対
策のため、研修会を中止し
た。

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

感染予防対策を講じながら実
施する。

１回／年 Ａ 概ね計
画どおり

実施対象やテーマの設定方
法の検討が必要である。

１回/年
相談スキル向上のため
保健師向けに専門相談
員による研修を実施す
る。

１回/年

保健相談所

37 P23 イ

こころといのちの
サポートネット
（東京都）と保健
相談所の連携強化

こころといのちのサポートネット（東
京都）は、救急医療機関等に搬送され
た自殺未遂者等を精神科医療や地域の
支援につなぐ相談調整窓口を設置する
など、自殺未遂者の支援体制を構築し
ています。こころといのちのサポート
ネットと保健相談所の連絡会などを開
催して連携を強化し、自殺未遂者を支
援します。

こころといのちのサポートネット（東
京都）との連携強化を図ることによ
り、未遂者支援に対応するための保健
相談所職員のスキル向上と、自殺未遂
者に対する支援の強化につなげる。

・こころといのちのサポー
トネット（東京都）と保健
相談所の連携と支援体制の
強化に向けて継続的に取り
組む。
・個別ケースにおいて、こ
ころといのちのサポート
ネットと連携して相談支援
を行った。

Ａ　 概ね
計画どおり

お互いの機関の役割を確認
し、連携を深めるため会議等
を継続する。

・連携会議の開催はなし。
・個別ケースでの連携を
行った。

Ｂ 遅れや
修正が生じ
た

連携強化の方法を検討して
いく。

・連携会議の開催
・個別ケースの支援に
おいて連携

個別ケースの支援にお
いて連携

保健相談所

38 P24 ウ
医療機関との連携
強化

自殺未遂者に関連する相談機関の情報
をまとめたリーフレットを救急病院等
に配布し、相談先の周知を図ります。
また、医療機関等から連絡を受けた場
合は、関係機関と連携し、自殺未遂者
への支援を行います。

自殺未遂者の状況に応じた区の支援機
関の情報をまとめたリーフレットを作
成し、医療機関との連携、保健相談所
での支援体制の検討を行い、自殺未遂
者に対する支援の強化につなげる。

個別ケースでは、医療機関
と連携しながら支援を実施
したが、組織的な連携まで
には至らなかった。

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

地域の相談窓口が必要に応じ
て、医療機関に繋がることが
できるような医療機関との連
携体制が必要。

個別ケースでは、医療機関
と連携しながら支援を実施
したが、組織的な連携まで
には至らなかった。

Ｂ 遅れや
修正が生じ
た

医療機関との連携体制等を
検討していく。

・地域の医療機関を訪
問して、区の支援機関
情報をまとめたリーフ
レットを配布し、相談
先の周知を図るととも
に、連携強化を依頼す
る。

・地域の医療機関を訪
問して、区の支援機関
情報をまとめたリーフ
レットを配布し、相談
先の周知を図るととも
に、連携強化を依頼す
る。 保健相談所

保健予防課

39 P24 ア
自死遺族への情報
提供

大切な人を亡くされた方へNPO法人の電
話相談窓口等の情報を提供します。

適切な相談窓口へつなぎ、自殺リスク
の軽減を図る。

・「相談窓口一覧」や都作
成パンフレットの配布。
・職員用「自殺予防対策の
手引き」に掲載し、配布

Ａ　 概ね
計画どおり

適切な支援を行うため、各種
相談窓口の情報提供を引き続
き実施する。

ホームページ等の情報の更
新

Ａ 概ね計
画どおり

適切な支援を行うため、各
種相談窓口の情報提供を引
き続き実施する。

ホームページ等の情報
の更新

・ホームページ等の情
報の更新
・職員用「自殺予防対
策の手引き」に引続き
掲載し、配布

保健予防課

40 P24 イ

「死亡届を提出さ
れた後の主な手続
きのご紹介」によ
る相談窓口の周知

「死亡届を提出された後の主な手続き
のご紹介」により、大切な人を亡くさ
れた方へ相談窓口等を周知します。

遺族への情報提供を通して遺された方
のこれからの生活を支援する。

「おくやみハンドブック」
として、令和3年度配布に
向けて関係部署と調整、作
成に取り組む。

A+ 　計画
以上に進ん
だ

「おくやみハンドブック」配
布に向けて、関係部署と調整
し、原稿の作成と配布準備を
進めた。

「おくやみハンドブック」
として、カラー刷りで広告
を入れて新たに作成。令和
３年６月より配布。

Ａ 概ね計
画どおり

死亡届を出されたご遺族や
その他必要中な方に「おく
やみハンドブック」を配布
している。

引き続き、遺族への情
報提供を通して遺され
た方のその後の生活を
支援

遺族への情報提供を通
して遺された方の生活
を支援

戸籍住民課

41 P24 ウ
区民相談、保健師
による相談支援

弁護士による法律相談など各種の専門
家による区民相談や、保健相談所の保
健師による相談支援等により、遺され
た人を支援します。また、保健師等専
門職に対して自死遺族への支援につい
ての研修会を実施し、支援力の向上を
図ります。

【広聴広報課】
弁護士による法律相談など各種の専門
家による区民相談により、遺された人
の心の安定や生活に関わる支援につな
げる。
【保健相談所】
自死遺族に対する保健師等専門職の支
援スキルの向上を図るために、自死遺
族支援の研修等の内容を検討します。

【広聴広報課】
・法律相談、
　身の上相談、
　税務相談、
　人権擁護相談、
　心の相談等の実施

【保健相談所】
・個別の事例で、自死遺族
への相談支援を実施。

【広聴広報
課】
Ａ　概ね計
画どおり

【保健相談
所】
Ｂ　遅れや
修正が生じ
た

【保健相談所】
相談支援職員のスキル向上の
ため、保健師等専門職向けの
研修を実施していく。

【広聴広報課】
・法律相談、
　身の上相談、
　税務相談、
　人権擁護相談、
　心の相談等の実施

【保健相談所】
個別の事例で、自死遺族へ
の相談支援を実施。

Ａ 概ね計
画どおり

【保健相談所】
相談支援職員のスキル向上
のため、保健師等専門職向
けの研修を実施していく。

【広聴広報課】
・法律相談、
　身の上相談、
　税務相談、
　人権擁護相談、
　心の相談等の実施

【保健相談所】
個別の事例で、自死遺
族への相談支援を実
施。

【広聴広報課】
・法律相談、
　身の上相談、
　税務相談、
　人権擁護相談、
　心の相談等の実施

【保健相談所】
個別の事例で、自死遺
族への相談支援を実
施。

広聴広報課
保健相談所

②　自殺未遂者への支援

③　遺された人への支援
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42 P25 ア
地域包括支援セン
ターによる相談支
援

健康づくり・介護予防の支援、自宅で
医療と介護を受ける在宅療養や認知症
の相談、区の高齢者サービスや介護保
険の要介護認定申請の受付などを行
い、地域の高齢者の総合的な相談窓口
として、高齢者や家族の様々な悩みを
受け止め、介護事業者や関係機関等と
連携して支援します。
地域包括ケアシステムの中核を担う地
域包括支援センターを、より身近で利
用しやすい窓口とするため、区立施設
への移転、センターの増設、担当区域
の見直し等を進めます。

高齢者や家族等の相談に応じ、適切な
サービスや関係機関または各種制度に
つなげて支援を行うことにより、高齢
者やその家族が、住み慣れた地域で安
心して暮らすことができる。

北町はるのひ地域包括支援
センターと光が丘南地域包
括支援センターの２か所が
移転した。
それに伴い、光が丘圏域の
担当区域を変更した。

A+ 　計画
以上に進ん
だ

北町はるのひ地域包括支援セ
ンターと光が丘南地域包括支
援センターの２か所は、令和
３年度開設の予定であった
が、令和２年度末に開設と
なった。

２か所実施設計 Ａ 概ね計
画どおり

複合施設の場合、複数の部
署との調整が必要であるこ
と、また地元との調整を丁
寧に行う必要がある。

・基本設計１か所（中
村橋）
・実施設計２か所（旭
丘小中、生涯学習セン
ター分館）
・工事１か所（中村）
・担当区域の見直し
（練馬・大泉圏域）

・開設２か所（中村、
やすらぎシティ）
・実施設計１か所（中
村橋）
・工事３か所（生涯学
習センター分館、旭丘
小中、東大泉地区区民
館）
・担当区域の見直し
（石神井圏域）

高齢者支援課

43 P26 イ
民生委員による相
談支援

民生委員は、困りごとの相談やひとり
暮らし高齢者等の見守り訪問など、地
域の高齢者の支援を行っています。
ゲートキーパー養成講座を受講して、
自殺リスクのある方への対応の仕方を
学び、地域で困難を抱えている人を適
切な相談機関につなげます。

見守り訪問などの日々の活動の中で自
殺リスクの高い人を早期に発見すると
ともに、ゲートキーパー養成講座で学
んだ対応の仕方を実践し、自ら相談に
行くことが難しい人などを相談機関へ
繋ぐことで、自殺リスクの軽減につな
げる。

随時 Ａ　 概ね
計画どおり

コロナ禍により訪問が減って
いる中で、民生委員は、区民
の実態を把握するために電
話・訪問等の手段により見守
りを継続している。

区民の実態を把握するた
め、民生委員による電話・
訪問等による見守りを継続
実施

Ａ 概ね計
画どおり

コロナ禍により訪問が減っ
ている中で、民生委員は、
区民の実態を把握するため
に電話・訪問等の手段によ
り見守りを継続している。

区民の実態を把握する
ため、民生委員による
電話・訪問等による見
守りを継続実施

区民の実態を把握する
ため、民生委員による
電話・訪問等による見
守りを継続実施

福祉部管理課

44 P26 ア
ひとり暮らし高齢
者等訪問支援事業

ひとり暮らし高齢者等を対象に、地域
包括支援センターに配置した訪問支援
員および区民ボランティアが訪問し、
個々の状況に応じた支援につなげ、孤
立を防止するとともに、地域で見守る
体制を整えます。

ひとり暮らし高齢者等が地域で孤立す
ることを防ぐとともに、個々の状況に
応じた支援につながることができる。

・実施
地域包括支援センター25か
所
見守り実人数　9,374人

Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・実施
地域包括支援センター25か
所
見守り実人数　10,876人

Ａ 概ね計
画どおり

ー ・実施
地域包括支援センター
25か所

・実施
地域包括支援センター
27か所

高齢者支援課

45 P26 イ
認知症の理解・普
及

認知症についての知識を広め、「認知
症サポーター」を養成するなど、認知
症の方や家族を支援する地域づくりを
推進します。

地域で、認知症の本人や介護家族があ
たたかく見守られ、困っているときに
声掛けや手助けが行われる。

・認知症サポーター養成講
座受講者数　累計31,265人
・認知症サポーター・ス
テップアップ講座　累計
1,024人

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

新型コロナウイルス感染症の
影響により実施回数が減少し
た。

認知症サポーター養成講座
の開催

Ａ 概ね計
画どおり

さらなる認知症サポーター
の活用が必要である。

区主催区民向け認知症
サポーター養成講座
集合形式に加え、オン
ラインによる開催

区主催区民向け認知症
サポーター養成講座

高齢者支援課

46 P26 ウ
介護なんでも相談
事業

相談技法を学んだ介護経験者が、介護
家族等の介護の不安や悩みなどの相談
に応じ、精神的な負担軽減を図るほ
か、必要な支援などを案内します。

家族介護者等の精神的負担が軽減さ
れ、必要に応じて適切なサービスや相
談機関につながることができる。

開設日　１回／週 Ａ　 概ね
計画どおり

ー 開設日　１回／週 Ａ 概ね計
画どおり

電話相談の利用促進を図
る。

開設日　１回／週 開設日　１回／週

高齢者支援課

47 P26 エ
家族介護者教室事
業

在宅で高齢者を介護する家族等を対象
に、介護に関する知識や技術等を学
び、介護者同士が交流できる機会を提
供し、家族の負担軽減を図ります。

・適切な介護方法や介護者自身の健康
増進について学ぶことにより、介護者
の心身のストレスが緩和される。

・教室数　19回／年
・認知症地域生活講座３回
／年

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

・新型コロナウイルス感染症
の影響等により、実施回数が
減少した。なお、令和３年度
より事業をサロン化した。

開催数　62回 Ａ 概ね計
画どおり

安定した開催数を確保し、
参加の機会を拡大する。

「介護学べるサロン」
として実施

「介護学べるサロン」
として実施

高齢者支援課

重点施策　（1）高齢者の地域包括ケアシステムの確立

①　包括的な相談支援体制の確立

②ひとり暮らし等高齢者や認知症高齢者、介護者への支援
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48 P26 ウ
シルバー人材セン
ター

高齢者の経験・技能にふさわしい仕事
を紹介し、社会参加を促進します。

・地域で短時間の就業と、班活動で仲
間づくりや地域貢献に取り組んでい
る。これらの活動は、生きがい・健康
づくりに寄与する。

・入会説明会を継続。定員
30名を８名に、２時間を１
時間に短縮して、適切な感
染症防止策を講じて実施。

Ａ　 概ね
計画どおり

ー 新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から、通常
30名の定員を２分の１およ
び３分の１程度に規模を縮
小し、回数を増やして計82
回実施

Ａ 概ね計
画どおり

入会説明会を年間15回以上
実施する。

入会説明会を年間15回
以上実施

入会説明会を年間15回
以上実施

高齢社会対策課

49 P27 エ
元気高齢者応援プ
ロジェクト

働く意欲のある高齢者と区内中小企業
をマッチングする「シニア職場体験事
業」、趣味や特技を活かした地域活動
を応援する「はつらつシニア活躍応援
塾」を実施し、元気高齢者の活躍を応
援します。

・地域で就業や趣味を生かした講師な
どの活動に取り組み、生きがい・健康
づくりに寄与する。

・シニア職場体験事業を継
続

・はつらつシニア活躍応援
塾事業を継続

・シニア起業・創業支援事
業　新規
　（令和3年度に事業転
換）

【シニア職
場体験事
業】
Ａ　 概ね
計画どおり

【シニア起
業・創業支
援事業】
Ａ　 概ね
計画どおり

①シニア職場体験事業
定員を上回る応募があった。

②はつらつシニア活躍応援塾
事業
定員を上回る応募があった。

③シニア起業・創業支援事業
年1回の開催。転換事業のシニ
アセカンドキャリア応援セミ
ナーに繋げる。

①令和３年度より年４回実
施

②講座参加者数47名
　体験教室実施回数28回

③【新規】シニアセカンド
キャリア応援セミナー

Ａ 概ね計
画どおり

①セミナー実施地域による
格差を解消し、平均的な定
員となった。

②50名の定員に対して希望
者が多いが、定員を増やし
た場合、コロナ対策により
実施できる施設が限定され
る。

③セミナー年１回に参加者
26名。YouTube配信に30名
の申込みがあった。

①年４回、会場２地区
で実施

②オンライン形式の体
験教室を実施

③年２回セミナーを開
催

①年４回、会場２地区
で実施

②オンライン形式の体
験教室を実施

③年２回セミナーを開
催

高齢社会対策課

③　高齢者の社会参加の促進
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50 P28 ア
関係者による連携
の強化

自ら相談に行くことが難しい方や相
談・支援につながりにくい方に対し
て、民生・児童委員や町会・自治会、
各種地域団体などの支援者と関係機関
の連携の強化を図り、問題が深刻化・
複雑化する前に早期発見して支援につ
なげます。

自殺者の原因・動機は、健康問題につ
いで「経済・生活問題」が多くなって
います。関係機関と支援体制の情報共
有を図り、自殺リスクの高い人の早期
発見に努め、必要な支援につなげま
す。

・手引きを作成し、区民対
応部署に配布するととも
に、相談につながっていな
い区民への積極的な対応を
関係機関に促した。

・民生・児童委員は、随時
相談に応じ、担当窓口へ繋
いでいる。

Ａ　 概ね
計画どおり

手引きの活用をきっかけに相
談に繋がった事例が増えたか
等、評価についても検討する
必要がある。

・手引きを作成し、区民対
応部署に配布するととも
に、相談につながっていな
い区民への積極的な対応を
関係機関に促した。

・民生・児童委員は、随時
相談に応じ、担当窓口へ繋
いでいる。

Ａ 概ね計
画どおり

民生・児童委員は、随時相
談に応じ、担当窓口へ繋い
でいる

・手引きの作成および
区民対応部署への配布
・相談につながってい
ない区民への積極的な
対応を関係機関に依頼

・民生・児童委員は、
随時相談に応じ、担当
窓口へ繋ぐ

・手引きの作成および
区民対応部署への配布
・相談につながってい
ない区民への積極的な
対応を関係機関に依頼

・民生・児童委員は、
随時相談に応じ、担当
窓口へ繋ぐ

保健相談所
福祉部
地域文化部

51 P28 イ 生活相談

生活に困窮している方やひとり親世
帯、女性、高齢者、障害者の方などの
生活上の問題について相談に応じ、生
活保護制度の対象となる方には保護を
実施します。また、個々の状況に応じ
て支援を行い、関係機関につなげま
す。

様々な課題を抱える相談者の生活上の
問題について相談に応じ、生活保護の
実施を含む、個々の状況に応じた支援
を行い、関係機関につなげることで、
自殺リスクの軽減につなげる。

・開庁日全日における面接
相談の実施
・32,060件／年

Ａ　 概ね
計画どおり

実施 ・開庁日全日における面
接相談の実施
　31,613件／年

Ａ 概ね計
画どおり

ー 開庁日全日における面
接相談の実施

開庁日全日における面
接相談の実施

生活福祉課

52 P28 ウ
ひとり親家庭総合
相談

ひとり親家庭における生活、就労、子
育て等の生活全般にかかる課題を解決
するため、専門相談員による相談を行
います。総合相談窓口においては、ひ
とり親家庭の様々な相談に対応し、関
係機関への適切な支援につなげます。
また、未就学の子どもを抱えるひとり
親世帯等、来所が難しい家庭には、希
望により専門相談員が出張相談を行い
ます。

相談時において、自殺のリスクとなる
課題の早期発見と支援へつなぐ。

ひとり親家庭総合相談の実
施
（通年）
・総合相談
　延4,825件
・法律相談
　106件
・出張相談
　15件
・家計相談
　19件

Ａ　 概ね
計画どおり

・出張相談は対象を拡大し、
事業当初に対象としていた未
就学児のいる家庭以外にも出
張するとともに、相談者の希
望する日時に出張できるよう
対応した。

ひとり親家庭総合相談の実
施
（通年）
・総合相談
　延5,524件
・法律相談
　84件
・出張相談
　５件
・家計相談
　19件

Ａ 概ね計
画どおり

出張相談はコロナ禍の影響
もあり、利用件数は多くな
いが、引き続き、育児やメ
ンタル等の理由により来庁
困難な家庭に対して出張相
談を実施する。

コロナ禍のひとり親家
庭が抱える課題を把握
するため、ひとり親家
庭へのニーズ調査を実
施

ニーズ調査の結果を基
に、支援策を充実

生活福祉課

53 P28 エ
納税相談・保険料
納付相談等

区税や国民健康保険料等の滞納者の納
付相談の際に生活状況等を聞き取り、
担当部署と連携して必要な支援につな
げます。

滞納者は経済的に困窮していることも
多いため、相談を通じて生活支援につ
なげることで、自殺リスクの軽減を図
る。

・納付相談の内容に応じて
随時実施

Ａ　 概ね
計画どおり

納付相談の際に生活状況等を
聞き取り、状況に応じて、生
活サポートセンター等の担当
部署へ案内している。

納付相談の内容に応じて随
時実施

Ａ 概ね計
画どおり

納付相談の際に生活状況等
を聞き取り、状況に応じ
て、生活サポートセンター
等の担当部署へ案内してい
る。

納付相談の内容に応じ
て随時実施

納付相談の内容に応じ
て随時実施

収納課

54 P28 オ 多重債務相談

消費生活センターでは、多重債務者の
相談に応じて解決方法を提示し、専門
的な解決方法が必要な場合は、弁護士
会や司法書士会による相談センターな
どへのつなぎを行うとともに、生活状
況に応じて関係機関につなぎます。

多重債務を解決するとともに、関係機
関と連携することにより生活困窮者の
救済を図る。

多重債務者への相談業務を
行い、法律相談センターお
よび福祉事務所等の関係機
関と連携した。

Ａ　 概ね
計画どおり

・無料特別相談「多重債務１
１０番」を年２回実施し、多
重債務者への相談業務を行
い、法律相談センターおよび
福祉事務所等の関係機関と連
携した。

多重債務者への相談業務を
行い、法律相談センターお
よび福祉事務所等の関係機
関と連携した。

Ａ 概ね計
画どおり

無料特別相談「多重債務１
１０番」を年２回実施し、
多重債務者への相談業務を
行い、法律相談センターお
よび福祉事務所等の関係機
関と連携した。

多重債務者への相談業
務の実施、および法律
相談センター、福祉事
務所等関係機関との連
携

多重債務者への相談業
務の実施、および法律
相談センター、福祉事
務所等関係機関との連
携

経済課

55 P29 カ
生活困窮者自立相
談支援（生活サ
ポートセンター）

庁内各部署において生活困窮者を把握
した場合には、生活サポートセンター
（練馬区社会福祉協議会内）につなぎ
ます。生活サポートセンターでは、生
活に困窮する方の相談に応じ、相談者
が必要とする情報の提供や関係機関の
紹介、支援プランの作成等により、相
談者が抱える課題の解決に向けた支援
を実施します。

庁内各部署で把握した生活困窮者を早
期に生活サポートセンターにつなぐこ
とで、相談者に包括的・継続的な支援
を行い、自殺リスクの軽減につなげ
る。

・庁内関係部署の連携を促
進するため生活困窮者自立
支援対策推進会議を開催
（2回／年、６月と１月実
施）
・関係機関と支援状況を共
有し、支援プランの確認や
評価を行う支援調整会議を
開催（13回／年）
・他機関が実施する会議へ
の積極的参加と事業周知

Ａ　 概ね
計画どおり

・新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、令和２年度の
推進会議は２回とも書面開催
とした。支援調整会議につい
ても、年間24回の予定を13回
に変更した。

・庁内関係部署の連携を促
進するため生活困窮者自立
支援対策推進会議を開催
（２回／年、６月と１月実
施）
・関係機関と支援状況を共
有し、支援プランの確認や
評価を行う支援調整会議を
開催（24回／年）
・他機関が実施する会議へ
の積極的参加と事業周知

Ａ 概ね計
画どおり

・新型コロナウイルス感染
症予防対策のため、令和３
年度の推進会議は２回とも
書面開催とした。

２回／年 ２回／年

生活福祉課

56 P29 キ 福祉資金の貸付

災害や病気等で緊急に費用が必要と
なった方を対象とする「応急小口資
金」や、高齢者や障害者で入院中の医
療費の支払いが困難な方を対象とする
「入院資金」、ひとり親家庭の生活安
定のための「東京都母子及び父子福祉
資金」、女性の経済的安定のための
「練馬区女性福祉資金」の貸付を行
い、生活困窮者を支援します。また、
貸付相談を通して、関係機関を案内し
ます。

高齢者や障害者で入院中の医療費の支
払いが困難な方や、ひとり親家庭や女
性などが経済的に自立するための資金
の貸付けを行い、関係機関を案内する
ことにより自殺の抑止につなげる。

・開庁日全日
総合福祉事務所４所で294
件／年

Ａ　 概ね
計画どおり

・新型コロナウイルスの影響
で、社会福祉協議会の貸付が
充実したことや給付型奨学金
制度が充実したため貸付件数
自体は減少したが、相談件数
はあまり変わっていない。今
後も相談の内容に応じ関係各
機関への案内をする予定。

・開庁日全日
総合福祉事務所４所で243件
／年

Ａ 概ね計
画どおり

新型コロナウイルスの影響
で、社会福祉協議会の貸付
が充実したことや各種給付
金が支給されたこと、また
給付型奨学金制度が充実し
たため貸付件数自体は減少
した。一定の貸付が終了し
他の貸付を求める方が増加
していると思われるため、
今後も相談の内容に応じ関
係各機関への案内をする予
定である。

・開庁日全日
総合福祉事務所４所で
300件／年

・開庁日全日
総合福祉事務所４所で
300件／年

総合福祉事務所

①　支援につながっていない方を必要な支援につなぐための連携

重点施策　（2）生活困窮者、無職者・失業者への支援
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57 P29 ア
生活困窮者自立相
談支援事業等

生活サポートセンターでは、生活困窮
者自立相談支援事業のほか、生活に困
窮する方の状況に応じて、住まいの確
保や就労支援、生活支援など、課題の
解決に向けた支援を実施します。

生活に困窮する方の状況に応じて個別
の支援プランを作成し、関係機関と連
携しながら複合的な課題に包括的に対
応することで、生きることの阻害要因
を減らす。

・生活サポートセンターの
庁内移転
・生活サポートセンターの
相談支援員を２名増員
・弁護士無料相談会の実施
（年10回）
・就労サポーターを３名配
置（令和３年１月～）

A+ 　計画
以上に進ん
だ

・コロナの影響により、相談
者が急増した（前年度の約４
倍）。
・早期の自立を促進するた
め、就労サポーターを新規配
置した。
・今後も増加が見込まれる生
活困窮者の相談体制を強化す
る必要がある。

・弁護士無料相談会の毎月
実施
・就労サポーター３名の継
続配置

Ａ 概ね計
画どおり

今後も増加が見込まれる生
活困窮者の相談体制を強化
する必要がある。

・生活サポートセン
ターの相談支援員を１
名増員。
・石神井地域での定期
的な相談を開始。
・より身近な場所での
アウトリーチ事業を開
始。

・生活サポートセン
ターの相談支援員を１
名増員。
・石神井地域での定期
的な相談を実施。
・より身近な場所での
アウトリーチ事業を実
施。

生活福祉課

58 P29 イ
生活困窮者就労準
備支援事業

ハローワークの雇用支援施策だけでは
直ちに就労することが困難な生活に困
窮している方に対して、生活習慣の形
成やビジネスマナーの習得等の訓練を
実施します。事業の利用相談は、生活
サポートセンターが行います。

ひきこもりや長期不就労などで働き始
めることに不安を抱える相談者が安心
して来られる居場所を提供し、就労自
立を目指せるよう自信の回復を促す。

・事業の実施 Ａ　 概ね
計画どおり

・令和２年度年間利用者数は
７名。就労サポート事業の開
始により、就労準備支援事業
の更なる事業利用者が見込ま
れるため、プログラムの充実
等が必要。

事業の実施 Ａ 概ね計
画どおり

令和３年度の年間利用者数
は25名となっており、前年
度の７名よりも大幅に増加
した。

事業の実施 事業の実施

生活福祉課

59 P29 ウ
生活困窮者一時生
活支援事業

総合福祉事務所では、一定の住居を持
たない収入・資産が一定基準未満の方
に対し、最長6か月間、衣食住の提供と
就労支援等を実施します。

衣食住の提供、生活相談、健康回復等
包括的な支援を行うことで、生きるこ
との阻害要因を減らす。

・事業の実施 Ａ　 概ね
計画どおり

実施 事業の実施 Ａ 概ね計
画どおり

計画通りに実施 事業の実施 事業の実施

生活福祉課
総合福祉事務所

60 P30 エ
生活困窮家庭の子
どもに対する学習
支援事業

総合福祉事務所では、登校継続や進路
選択に課題がある生活保護世帯の子ど
もを対象に、個別訪問支援、学習支
援、居場所支援による課題解決に向け
た支援を実施します。また、32年度に
は、支援の実施場所を増設する等支援
体制を充実します。
学校教育支援センターでは、生活保護
世帯および就学援助の準要保護世帯の
中学3年生を対象に「中3勉強会」を実
施します。

【生活福祉課】
さまざまな要因により孤立しがちな家
庭に訪問相談や居場所の提供を行い、
人や社会とのつながりを育むことで、
生きることの促進要因を増やす。

【学校教育支援センター】
基礎学力の定着と、子どもの将来の進
路選択の幅を広げ、自立した生活を送
れるようにする。

【生活福祉課】
・支援員の増員
・居場所の１か所増設

【学校教育支援センター】
・中3勉強会（７会場）
・80回/年
「勉強会」56回
「自主学習室」24回

Ａ　 概ね
計画どおり

【生活福祉課】
・令和２年度から対象を拡大
し、生活保護世帯等で家庭環
境や学習面で課題を抱える子
どもを広く受け入れる予定で
あったが、コロナの影響によ
り、居場所の利用人数を制限
しながらの実施となり、利用
者数が伸びなかった。一方、
個別支援を充実させること
で、居場所の利用者にきめ細
かな支援を行った。
【学校教育支援センター】
・新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、令和２年６月
～10月の間は週２回の開催を
週１回とし、勉強会を行わな
い日は別途学習支援を行っ
た。

【生活福祉課】
・支援員の体制維持
・支援拠点２か所

【学校教育支援センター】
・中３勉強会（７会場）
　80回／年
　「勉強会」56回
　「自主学習室」24回

Ａ 概ね計
画どおり

【生活福祉課】
・居場所を２か所で実施し
ていることに伴い、事業の
周知をケースワーカーを通
じて行い、支援を必要とし
ているご家庭を支援に繋げ
る取組を実施した。さら
に、長引くコロナの影響に
より、居場所での事業実施
の制限があったため、個別
支援を充実させ、きめ細か
な支援を行った。

【学校教育支援センター】
・新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、令和３年
６月～９月の間は週２回の
開催を週１回とし、勉強会
を行わない日は別途学習支
援を行った。

【生活福祉課】
・支援員の体制維持
・支援拠点２か所

【学校教育支援セン
ター】
・中３勉強会（７会
場）
　80回／年
　「勉強会」56回
　「自主学習室」24回

【生活福祉課】
・支援員の体制維持
・支援拠点２か所

【学校教育支援セン
ター】
・中３勉強会（７会
場）
　80回／年
　「勉強会」56回
　「自主学習室」24回

生活福祉課
総合福祉事務所
学校教育支援センター

61 P30 ア
生活サポートセン
ターと保健相談所
等の連携

生活サポートセンターや保健相談所等
で相談を受けた経済的な困りごと、生
活や仕事、家計のやりくりなど不安や
課題の背景にある家族関係や精神的な
悩みなどについて、生活サポートセン
ターと保健相談所等が連携し、解決へ
導けるよう取り組みます。

経済困窮や仕事、生活上の困りごとな
どは、自殺のリスクにつながる重要な
項目である。生活サポートセンターと
保健相談所等の連携を図ることは、早
期の相談につながり、自殺リスクの高
い人への支援強化と、自殺リスクの軽
減につながる。

・複合的課題を有する個別
事例について支援調整会議
等を通して連携強化を図っ
た。生活サポートセンター
と保健相談所との連携事例
35件。
・個別ケースにおいて、生
活サポートセンターと連携
して相談支援を行った。

Ａ　 概ね
計画どおり

・コロナの影響により、生活
困窮者が急増し、生活サポー
トセンターの相談者も前年度
の４倍となった。経済的にも
精神的にも不安を抱える区民
が増えているため、今後益々
連携を密にして支援していく
必要がある。
・経済的な不安から自殺を考
える区民に、保健相談所が相
談機関であることをしっかり
と伝える必要がある。

お互いの機関の役割の確認
と連携を深めるため会議等
を実施した。

Ａ 概ね計
画どおり

・コロナの影響により経済
的にも精神的にも不安を抱
える区民が増えているた
め、今後益々連携を密にし
て支援していく必要があ
る。
・経済的な不安から自殺を
考える区民に、保健相談所
が相談機関であることを
しっかりと伝える必要があ
る。

お互いの機関の役割の
確認と連携を深めるた
め会議等を実施

お互いの機関の役割の
確認と連携を深めるた
め会議等を実施

生活福祉課
保健相談所

②　「生きることの包括的な支援」の強化

③　生活困窮者自立支援事業と自殺対策との連動制の向上
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62 P31 ア
いじめ相談メール
等

区ホームページの「いじめ相談」の
ページからメールによる相談を送受信
し、問題の改善・解決に向けて、学校
への連絡や教育相談室等相談機関を紹
介します。
平成31年度から、いじめ根絶に向けた
取組の一環として、いじめを受けたり
見聞きしたりした生徒が、匿名で通報
が可能ないじめ対応アプリを全区立中
学校の生徒を対象に導入します。アプ
リの導入により、子どもたちに身近な
ツールを活用し、子どもの声を速やか
に収集し、いじめへの早期発見・早期
対応を行います。

来所相談の他に、メールやアプリの相
談ツールを活用し、いじめを受けた
り、見聞きした子供たちの声を速やか
に収集する。教育指導課と学校教育支
援センターが連携し、学校への連絡や
教育相談室等相談機関を紹介すること
により、いじめに苦しむ児童・生徒の
人数を低減する。

・いじめ対応アプリに関す
るポスターを各校に掲示す
るとともに、相談先の案内
用リーフレットを全児童・
生徒に配付して周知を図っ
た。
・いじめ対応アプリおよび
教育相談メールを児童生徒
用タブレットに導入し、児
童生徒が自主的に相談でき
るようにした。
・いじめ対応アプリの導入
の効果を検証し、より周知
するため中学生の生徒用タ
ブレットパソコンにお気に
入り登録する等の提案を進
めた。(実施は令和３年度)
・いじめ相談メールの継続
・区ホームページの教育相
談の掲載をわかりやすくリ
ニューアルした。

Ａ　 概ね
計画どおり

区立小中学生に貸与されたタ
ブレットパソコンのお気に入
りに登録することにより令和
３年度以降、メール相談、い
じめ対応アプリの活用の増加
が見込まれる。

・いじめ対応アプリに関す
るポスターを各校に掲示す
るとともに、相談先の案内
用リーフレットを全児童・
生徒に配付して周知を図っ
た。
・いじめ対応アプリおよび
教育相談メールを児童生徒
用タブレットに導入し、児
童生徒が自主的に相談でき
るようにした。
・いじめ対応アプリの導入
の効果を検証し、より周知
するため中学生の生徒用タ
ブレットパソコンにお気に
入り登録を行った。
・いじめ相談メールの継続
・区ホームページの教育相
談の掲載をわかりやすくリ
ニューアルした。

Ａ 概ね計
画どおり

・貸与されたタブレットパ
ソコンは、メール機能の制
限により、回答を受信する
ことができない。回答を受
け取るにはタブレットパソ
コン以外の返信先を指定す
るなど利用しずらさがあ
る。
・貸与されたタブレットパ
ソコンで送受信が可能にな
るよう、新たな方法を検討
する。（実施は令和４年
度）
・区立小中学生に貸与され
たタブレットパソコンのお
気に入りにいじめ対応アプ
リの登録を完了した。令和
4年度以降、相談に対する
返信ができるようにする。

・グーグルクラスルー
ムを活用し、相談者一
人ひとりに返信ができ
る「子ども相談メー
ル」の運用を開始し
た。相談者は、貸与さ
れたタブレットパソコ
ンから、相談および返
信を確認することがで
きる。

・貸与されたタブレッ
トパソコンを活用した
「子とも相談メール」
を引き続き実施してい
く。

学校教育支援センター
教育指導課

63 P31 イ いじめ問題対策

練馬区教育委員会いじめ問題対策方針
に基づき、保護者・地域と連携してい
じめの未然防止と早期発見に取り組み
ます。いじめが発生した場合には、被
害者の側に寄り添い組織で対応し、い
じめる側への実効性のある指導、周囲
の児童・生徒の心理を把握した指導を
行います。各校の学校いじめ対策推進
教員に対する研修会等を実施すること
で、いじめに対する指導力の向上を図
ります。
障害がある子どもや外国人、性的マイ
ノリティ等、特に配慮が必要な児童・
生徒については、適切な支援を行いま
す。

学校いじめ対策推進教員を中心に、い
じめに対する取組を一層推進すること
で、学校の教育相談力の向上が期待で
きる。

・いじめ対策推進教員に対
して研修を実施し、些細な
いじめも認知し、早期発
見、早期対応を行っていじ
め解決に導くための組織作
りを促した。
・いじめ防止研修資料を作
成し、区内全教員に配付し
て、校内の研修実施を促し
た。

Ａ　 概ね
計画どおり

・いじめ対策推進教員に対し
て研修を実施し、些細ないじ
めも認知し、早期発見、早期
対応を行っていじめ解決に導
くための組織作りを促した。
・いじめ防止研修資料を作成
し、区内全教員に配付して、
校内の研修実施を促した。

・いじめ対策推進教員に対
して研修を実施し、些細な
いじめも認知し、早期発
見、早期対応を行っていじ
め解決に導くための組織作
りを促した。
・いじめ防止研修資料を区
内全教員に配付して、校内
の研修実施を促した。
・いじめ問題対策方針を一
部改定した。

Ａ 概ね計
画どおり

・いじめ対策推進教員に対
して研修を実施し、些細な
いじめも認知し、早期発
見、早期対応を行っていじ
め解決に導くための組織作
りを促した。
・いじめ防止研修資料を区
内全教員に配付して、校内
の研修実施を促した。
・いじめ問題対策方針を一
部改定した。
・校内研修の確実な実施の
ための働きかけを行った。

・いじめ対策推進教員
に対して研修を実施
し、些細ないじめも認
知し、早期発見、早期
対応を行っていじめ解
決に導くための組織作
りを促す。
・いじめ防止研修資料
を活用した、校内の研
修実施を促す。
・校内研修の確実な実
施のための働きかけを
行う。

・いじめ対策推進教員
に対して研修を実施
し、些細ないじめも認
知し、早期発見、早期
対応を行っていじめ解
決に導くための組織作
りを促す。
・いじめ防止研修資料
を活用した、校内の研
修実施を促す。
・校内研修の確実な実
施のための働きかけを
行う。

教育指導課

64 P32 ア
新しい児童相談体
制の構築

区による地域に根差したきめ細かい支
援と東京都の広域的、専門的な支援を
適切に組み合わせた、児童相談所行政
を共同して取り組む新たな仕組みを構
築します。

区と都の連携をさらに強化し、児童相
談体制を充実させることにより、妊娠
期から切れ目なく、隙間の無い相談体
制を築くことができる。

・児童相談所への管理職の
通年派遣。
・弁護士、児童相談所OBに
よる支援方針等へのスー
パーバイズを継続。
・心理職等相談員８人の増
員による相談体制の強化
・練馬子ども家庭支援セン
ター内に「練馬区虐待対応
拠点」を７月に設置。

Ａ　 概ね
計画どおり

・練馬子ども家庭支援セン
ター内に「練馬区虐待対応拠
点」を７月に開設し、都と区
が役割分担、強みを活かした
連携を強化し、練馬区全体の
児童相談体制の強化を図っ
た。

・寄り添い支援が必要なも
のから介入・指導が必要な
ものまで様々な通告が都区
に寄せられる中、迅速かつ
適切に支援へつなぐため、
都区に共通のチェックリス
トを用い虐待通告の振り分
けを開始した。
・練馬子ども家庭支援セン
ターの専門職員（福祉職）
を５人増員し、虐待通告の
振り分けや児童相談所から
の事案送致で急増している
面前DVを担当する係を新設
した。

Ａ 概ね計
画どおり

振り分けチェックリストの
見直しや、都区の連携を強
化し、更なる児童相談体制
の充実が必要である。

都の児童相談所による
広域的・専門的支援
と、区の子ども家庭支
援センターによる地域
に根差した寄り添い支
援が緊密にできるよ
う、令和６年度に子ど
も家庭支援センターと
同一施設内に東京都が
都立練馬児童相談所
（仮称）を設置するた
めの準備を進める（基
本設計および実施設
計）。

都の児童相談所による
広域的・専門的支援
と、区の子ども家庭支
援センターによる地域
に根差した寄り添い支
援が緊密にできるよ
う、令和６年度に子ど
も家庭支援センターと
同一施設内に東京都が
都立練馬児童相談所
（仮称）を設置するた
めの準備を進める（内
部改修工事）。

子ども家庭支援センター

②　児童虐待防止対策の強化

重点施策　（3）子どもと子育て家庭への支援

①　いじめ防止対策の強化
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65 P32 イ
要保護児童対策地
域協議会

地域の関係機関により要保護児童対策
地域協議会を組織し、要保護児童等に
関する支援や児童虐待の防止と早期発
見、問題解決のための援助に取り組み
ます。

子どもと子育て家庭に対し、関係機関
が協議会を通じ連携し、包括的できめ
細かい支援を提供することにより、自
殺のリスク要因である「育児不安」の
軽減・解消や、「児童虐待」の予防・
防止につなげる。

・各会議の開催回数
【代表者会議】年２回
【実務者会議】年２回
【専門部会：母子保健部
会】年３回
【専門部会：学齢期部会】
年２回
【地域ネットワーク会議】
４地域で各５回
【個別ネットワーク会議】
185回

Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・各会議の開催回数
【代表者会議】年２回
【実務者会議】年３回
【専門部会：母子保健部
会】年２回
【専門部会：学齢期部会】
年２回
【地域ネットワーク会議】
４地域で各６回
【個別ネットワーク会議】
233回
・連携が必要な関係機関に
要保護児童対策地域協議会
への参加を要請する。

Ａ 概ね計
画どおり

ー ・各会議の開催回数
【代表者会議】年２回
【実務者会議】年３回
【専門部会：母子保健
部会】年２回
【専門部会：学齢期部
会】
年２回
【地域ネットワーク会
議】　４地域で各6回
【個別ネットワーク会
議】233回
・連携が必要な関係機
関に要保護児童対策地
域協議会への参加を要
請

・各会議の開催回数
【代表者会議】年２回
【実務者会議】年３回
【専門部会：母子保健
部会】年２回
【専門部会：学齢期部
会】
年２回
【地域ネットワーク会
議】　４地域で各6回
【個別ネットワーク会
議】233回
・連携が必要な関係機
関に要保護児童対策地
域協議会への参加を要
請

子ども家庭支援センター

66 P32 ウ

養育支援家庭訪
問、要支援家庭
ショートステイ事
業

要保護児童対策地域協議会において支
援が必要と判断された要支援家庭に対
し、ヘルパーの派遣や児童のショート
ステイを実施し、保護者を支援しま
す。

保護者の強い育児疲れ、育児不安など
を解消し、子どもを適切な環境の中で
支援することにより、育児不安や家族
の負担の軽減や改善ができる。

対象年齢の拡大について検
討

Ａ　 概ね
計画どおり

令和３年１月から区内の養育
家庭の協力により、家庭型の
子どもショートステイを７か
所で開始

・委託事業先の追加
・対象年齢の拡大について
検討

Ａ 概ね計
画どおり

ー ・対象年齢の拡大につ
いて検討
・聖オディリアホーム
乳児院（対象は生後２
か月～２歳未満の乳
児）で行う子ども
ショートステイ事業の
定員を２名から４名へ
拡大

対象年齢の拡大につい
て検討

子ども家庭支援センター
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67 P32 ア
子供相談カードの
配布

電話相談・いじめ相談メールの案内
カードを、区立小・中学校の児童・生
徒に個別配布します。

子供相談カードを個別に配布すること
により、子供たちに相談できる場所や
手段を周知することができる。

・記載内容を精査し、年度
始めに、区立小学校・中学
校の全児童・生徒に子供相
談カードを配布した。
小学校　35,597枚
中学校　14,599枚

Ａ　 概ね
計画どおり

いじめ相談メールの二次元
コードをカードに記載し、よ
り周知できるようにした。

記載内容を精査し、年度始
めに、区立小学校・中学校
の全児童・生徒に子供相談
カードを配布した。
小学校　35,597枚
中学校　14,599枚

Ａ 概ね計
画どおり

児童・生徒用タブレットパ
ソコンお気に入りに教育相
談メールを登録したため、
周知が効率的に行えるよう
に記載内容を検討する。

児童・生徒用タブレッ
トパソコンお気に入り
に登録した子ども相談
メールで、なんでも相
談できることを周知で
きるように、内容を変
更して作成

児童・生徒用タブレッ
トパソコンお気に入り
に登録した子ども相談
メールで、なんでも相
談できることを周知で
きるようにして作成

学校教育支援センター

68 P32 イ
スクールソーシャ
ルワーク事業

社会福祉等の専門的な知識や技術を有
するスクールソーシャルワーカーが、
さまざまな課題を抱えた児童・生徒に
対し、当該児童・生徒が置かれた環境
へ働きかけたり、関係機関等とのネッ
トワークを活用したりするなど多様な
支援方法を用いて課題解決への対応を
図ります。

スクールソーシャルワーカーが学校の
要請に基づき、いじめや不登校等、
様々な課題を抱えた児童・生徒が置か
れた環境に働きかけたり、関係機関と
のネットワークを活用したりするなど
多様な支援方法で課題解決に努める。

・スクールソーシャルワー
カー16名が全区立小学校65
校、全区立中学校33校を定
期訪問。また、学校の要請
に基づき、様々な問題を抱
える児童・生徒一人ひとり
に関わり、課題解決に取り
組んだ。
支援した子どもの数580人

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

令和２年４月から５月までの
新型コロナウイルス感染拡大
防止のための臨時休校時はス
クールソーシャルワーカーの
学校訪問を自粛した。

・スクールソーシャルワー
カー16名が、全区立小学校
65校・全区立中学校33校を
定期的に訪問した。加え
て、学校の要請に基づき、
様々な課題を抱える児童・
生徒一人ひとりに関わり、
解決に取り組んだ。
・支援した子どもの数536人

Ａ 概ね計
画どおり

支援件数の高止まりや事案
の複雑化、ヤングケアラー
など新たな課題への対応等
により、スクールソーシャ
ルワーカーの体制の充実が
課題になっている。

スクールソーシャル
ワーカー16名が、全区
立小学校65校・全区立
中学校33校を定期的に
訪問。加えて、学校の
要請に基づき、様々な
課題を抱える児童・生
徒一人ひとりに関わ
り、他機関と連携しな
がら解決に取り組む。

東京都が進める強化策
にも対応しうる体制を
整えながら、支援を継
続的に充実

学校教育支援センター

69 P32 ウ
スクールカウンセ
ラー配置事業

児童および生徒の臨床心理に関して、
高度に専門的な経験を有する臨床心理
士をスクールカウンセラーとして配置
し、いじめや不登校等の未然防止、改
善および解決ならびに学校内の教育相
談体制等の充実を図ります。

臨床心理士をスクールカウンセラーと
して全区立小中学校に各１名配置する
ことで、いじめや不登校等の未然防
止、改善および解決ならびに学校内の
教育相談体制の充実を図る。

全区立小・中学校のうち、
児童・生徒数の多い10校に
ついて、スクールカウンセ
ラー２名体制で運用する。
その他の学校については、
各校１名ずつを配置

Ａ　 概ね
計画どおり

令和２年４月から５月までの
新型コロナウイルス感染拡大
防止のための臨時休校時は在
宅勤務や電話での面談で対応
することもあったが、開校後
は必要に応じてスクールカウ
ンセラーの勤務日数を増やし
た。

全区立小・中学校のうち、
児童・生徒数の多い10校に
ついて、スクールカウンセ
ラー２名体制で運用した。
その他の学校については、
各校１名ずつ配置した。

Ａ 概ね計
画どおり

新型コロナ感染症拡大防止
のための臨時休校等も生じ
たが、勤務日調整などによ
り、適切な配置を行った。

全区立小・中学校のう
ち、児童・生徒数の多
い10校について、ス
クールカウンセラー2名
体制で運用する。
その他の学校について
は各校１名ずつ配置。

全区立小・中学校にス
クールカウンセラーを
配置。

学校教育支援センター

70 P32 エ
心のふれあい相談
員配置事業

スクールカウンセラーの職務を補完す
るため、練馬区立小中学校に心のふれ
あい相談員を配置し、いじめや不登校
等の未然防止、改善および解決ならび
に学校内の教育相談体制の充実を図り
ます。

スクールカウンセラーの補完として、
心のふれあい相談員を全区立小中学校
に各１名配置することで、いじめや不
登校等の未然防止、改善および解決な
らびに学校内の教育相談体制の充実を
図る。

全区立小学校65校
全区立中学校33校
各校１名ずつ心のふれあい
相談員を配置

Ａ　 概ね
計画どおり

・令和２年４月から５月まで
の新型コロナ感染拡大防止の
ための臨時休校中の活動は減
少したが、６月以降は各学校
の必要に応じて活動時間を増
配した。

全区立小学校65校
全区立中学校33校
各校１名ずつ心のふれあい
相談員を配置した。

Ａ 概ね計
画どおり

新型コロナ感染症拡大防止
のための臨時休校による時
期的な活動減少はあったも
のの、年度を通じて概ね計
画どおりの活動ができた。

全区立小学校65校
全区立中学校33校
各校１名ずつ心のふれ
あい相談員を配置。

全区立小学校65校
全区立中学校33校
各校１名ずつ心のふれ
あい相談員を配置。

学校教育支援センター

71 P33 オ 適応指導教室

不登校児童・生徒に対して心の安定を
図るための相談活動や集団生活への適
応を図るための創作活動、レクリエー
ション・スポーツなどのグループ活動
や一人一人が希望する学習活動を行
い、社会的自立を目指します。

面談やグループ活動を通して、心理教
育相談員が不登校児童・生徒の心のケ
アを行う。

・心理教育相談員配置数
フリーマインド　５名
トライ　７名
・登録児童・生徒数
フリーマインド119名
トライ　　　　262名

Ａ　 概ね
計画どおり

－ ・心理教育相談員配置数
フリーマインド　５名
トライ　７名
・登録児童・生徒数
フリーマインド153名
トライ　　　　278名

Ａ 概ね計
画どおり

－ 事業の継続実施 事業の継続実施

学校教育支援センター

72 P33 カ 居場所支援事業

適応指導教室への通室や学校内の別室
登校が困難な不登校児童・生徒が過ご
せる場所として、「居場所ぱれっと」
を設け、生活習慣、学習習慣の形成や
社会性を形成するための支援を行いま
す。

不登校児童・生徒が安心して過ごせる
居場所を確保することで、子供たちの
自己肯定感を向上させる。

・居場所支援事業
週４日　２か所（光が丘）
（上石神井）
※令和２年３月より上石神
井で事業開始

Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・居場所支援事業
２か所
・登録児童・生徒数
14名

Ａ 概ね計
画どおり

－ 事業の継続実施 事業の継続実施

学校教育支援センター

③　子どもが相談できる場の周知や居場所等の提供
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73 P33 ア 子どものSOS教育

自殺予防をテーマに、「SOSの出し方に
関する教育の推進について」と題した
東京都作成のDVDを活用した授業を行い
ます。
この授業を適切かつ効果的に行えるよ
う、生活指導担当者研修会において、
東京都作成のDVD、資料等を活用した授
業、指導について研修を実施します。

DVDを活用した授業の実践を通して、
児童・生徒が命の尊さを再認識できる
とともに、SOSを出すことの抵抗感が
軽減できる。

・各校においてDVDを活用
した授業をいずれかの学年
において年間1単位時間以
上実施した。

Ａ　 概ね
計画どおり

各校においてDVDを活用した授
業をいずれかの学年において
年間1単位時間以上実施した。

各校においてDVDを活用した
授業をいずれかの学年にお
いて年間1単位時間以上実施
した。

Ａ 概ね計
画どおり

各校においてDVDを活用し
た授業をいずれかの学年に
おいて年間1単位時間以上
実施した。

・各校においてDVDを活
用した授業をいずれか
の学年において年間1単
位時間以上実施する。
・全児童・生徒に「相
談窓口一覧」を配付す
る。
・学校訪問の際に、教
職員向けに、東京都作
成のDVD活用について働
きかける。

・各校においてDVDを活
用した授業をいずれか
の学年において年間1単
位時間以上実施する。
・全児童・生徒に「相
談窓口一覧」を配付す
る。
・学校訪問の際に、教
職員向けに、東京都作
成のDVD活用について働
きかける。

教育指導課

74 P33 イ
学校と保健相談所
等の関係機関との
連携強化

子どもが発するSOSに気づき、早期に対
応し、適切な支援につなげられるよ
う、学校の養護教諭等と保健相談所等
の関係機関との連携を強化します。

関係機関が連携し、子どもが発する
SOSに気づき，適切な支援につなげる
ような体制を築いていくことで、自殺
予防につなげる。

・要保護児童対策地域協議
会　合計215回
・要保護児童対策地域協議
会を活用した学校との連携
や個別ケースについて、子
ども家庭支援センターとと
もに相談支援を実施した。
・連携を継続した。

Ａ　 概ね
計画どおり

継続実施 ・要保護児童対策地域協議
会　合計266回
・要保護児童対策地域協議
会を活用した学校との連携
や個別ケースについて、子
ども家庭支援センターとと
もに相談支援を実施した。
・連携を継続した。

Ａ 概ね計
画どおり

継続実施 ・要保護児童対策地域
協議会
・要保護児童対策地域
協議会を活用した学校
との連携や個別ケース
について、子ども家庭
支援センターとともに
相談支援を実施
・連携を継続

・要保護児童対策地域
協議会
・要保護児童対策地域
協議会を活用した学校
との連携や個別ケース
について、子ども家庭
支援センターとともに
相談支援を実施
・連携を継続

子ども家庭支援センター
保健相談所
教育指導課

75 P33 ウ 児童虐待SOS

区ホームページに児童虐待の通告先を
分かりやすく掲載します。
子どものSOSに早期に対応して、適切な
支援につなげます。

区民により身近な相談窓口を積極的に
広報することで、早期の通告を促し、
虐待の早期発見・対応に努める。早期
に家庭内の問題に対応することで精神
的な負担等のリスク軽減につなげる。

継続 Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・今年度も11月の児童虐待
防止月間事業の取組として
相談連絡先等の情報を掲載
したカードを11万枚作製
し、小中学校の全児童・生
徒や区内外の関係機関等に
配布した。
・フリーコール等初期対応
を担う児童相談調査係を設
置した。

Ａ 概ね計
画どおり

ー ・11月の児童虐待防止
月間事業の取組として
相談連絡先等の情報を
掲載したカードを11万
枚作製し、小中学校の
全児童・生徒や区内外
の関係機関等に配布
・児童相談調査係によ
るフリーコール等初期
対応の実施

・11月の児童虐待防止
月間事業の取組として
相談連絡先等の情報を
掲載したカードを12万
枚作製し、小中学校の
全児童・生徒や区内外
の関係機関等に配布
・児童相談調査係によ
るフリーコール等初期
対応の実施

子ども家庭支援センター

④　児童生徒のSOSの出し方教育の実施
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76 P34 ア 母子保健事業

妊婦全員面談やこんにちは赤ちゃん訪
問事業、乳幼児健診、育児相談、健診
情報等を電子化した母子健康電子シス
テムの構築などを通して、妊娠期から
子育て期まで切れ目なく支援します。
また、発達障害等の早期発見と保護者
への支援の体制を充実します。

妊娠中から子育て期まで、妊産婦の心
身の状況や乳幼児の健診情報等の電子
化により、切れ目のない継続した支援
が行えるようになる。また、発達に偏
りがあるなど育てにくさを感じる子と
保護者に寄り添い、子どもの特性に合
わせた関わり方を支援することで、保
護者の育児不安や子育てに係るストレ
スを軽減する。

・妊婦全員面談・赤ちゃん
訪問事業・乳幼児健康診
査・相談事業等を継続実
施。
・母子健康電子システムの
構築。
・発達障害等の早期発見と
継続支援の実施。

Ａ　 概ね
計画どおり

妊婦面談実施率
99.3％
・年度末に新型コロナウィル
ス感染症の影響で、こんにち
は赤ちゃん訪問を希望しない
方や乳幼児健診の中止・延期
による影響があった。
・電話による面談など代替策
を講じた。

・妊婦全員面接・赤ちゃん
訪問事業・乳幼児健康診
査・相談事業等を継続実
施。
・母子健康電子システムの
稼働。
・発達障害の早期発見と継
続支援の実施。

Ａ 概ね計
画どおり

妊婦面談実施率　97.1％ ・妊婦全員面接・赤
ちゃん訪問事業・乳幼
児健康診査・相談事業
等を継続実施。
・母子健康電子システ
ムの運用
・発達障害等の早期発
見と継続支援の実施。

・妊婦全員面接・赤
ちゃん訪問事業・乳幼
児健康診査・相談事業
等を継続実施。
・母子健康電子システ
ム運用
・発達障害等の早期発
見と継続支援の実施。 健康推進課

保健相談所

77 P34 イ
子ども家庭支援セ
ンターの総合相談
および情報提供

保護者と子どもを対象に、子どもと家
庭の総合相談事業を実施しています。
また、子育てに関する様々な相談に応
じるすくすくアドバイザーを４か所の
子ども家庭支援センターに配置してい
ます。

子育て家庭が抱えるあらゆる相談を受
け付け、寄り添った支援にあたってい
る。
また、相談の内容に応じて関係機関へ
の橋渡しを行っている。

・子どもと家庭の総合相談
事業(子ども家庭支援セン
ター５か所)
・すくすくアドバイザー
(子ども家庭支援センター
４か所)

Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・子どもと家庭の総合相談
事業(子ども家庭支援セン
ター５か所)
・すくすくアドバイザー(子
ども家庭支援センター４か
所)

Ａ 概ね計
画どおり

保健相談所とのオンライン
によるコラボ講座の実施検
討・協議。

地域子ども家庭支援セ
ンター５か所と保健相
談所６か所でオンライ
ン講座を実施。

地域子ども家庭支援セ
ンター５か所と保健相
談所７か所でオンライ
ン講座を実施。

子ども家庭支援センター

78 P34 ウ 子育て相談

区立保育園において、乳幼児の保育に
関する相談を行います。相談者の状況
に応じて、関係機関(保健相談所・子ど
も家庭支援センター等)を紹介します。

子育ての悩みを抱えこまず専門家に相
談できる仕組みがあることで早期の支
援が可能となり、精神的負担の減少と
自殺リスクの軽減につながっている。

・子育て相談（電話も可）
（区立保育園全園）
月～金/10：00～15：00
相談件数　2,879件

Ａ　 概ね
計画どおり

ー ・子育て相談（電話も可）
（区立保育園全園）
月～金/10：00～15：00
相談件数　2,850件

Ａ 概ね計
画どおり

ー ・子育て相談（電話も
可）
（区立保育園全園）
月～金/10：00～15：00

・子育て相談（電話も
可）
（区立保育園全園）
月～金/10：00～15：00

保育計画調整課

79 P34 エ 教育相談

教育相談室（4か所）で、いじめや不登
校、言葉や発達の遅れ、学習の悩みな
どを、教育・心理・医療の専門相談員
が相談に応じます。

教育相談室（４か所）で、子どもや保
護者の相談に応じ、子供の心のケアや
抱えている問題の解決を行う。

・年度を通して相談の受
付・継続を行った。
心理教育相談員配置数　39
名

Ａ　 概ね
計画どおり

・新型コロナウィルス感染対
策を兼ねて、Zoomによるオン
ライン相談を導入する。
（令和２年12月より試行）

・年度を通して相談の受
付・継続を行った。
心理教育相談員配置数
40名

Ａ 概ね計
画どおり

・来室相談数の増加
令和２年度延22,504回
令和３年度延25,146回

・年度を通して心理教
育相談員による相談の
受付・継続を実施

・年度を通して心理教
育相談員による相談の
受付・継続を実施

学校教育支援センター

⑤　身近な大人への支援体制の強化
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80 P35 ア 若者自立支援事業

就労や自立を目指す15～49歳の若者等
や保護者からの相談や、精神保健福祉
士などの有資格者によるメンタルヘル
ス相談を行うほか、区内で利用説明会
や家族セミナーを実施します。居場所
では不登校やひきこもりなどの状態に
ある方を対象に、自立支援員が悩みや
相談に応じ、個々の状況に合わせた社
会とのつながりを支援します。

自分らしい働き方や生き方を発見し、
社会に参加していくことを促すことに
よって自殺を予防する。

・利用説明会、講演会、家
族懇談会(年23回、207人)
・企業見学会(年７回、16
人)
・心理等相談（週２回）
(98回、392人)
・常設居場所の開始※６月
19日開所。(開所日193日、
延利用人数1,428人)
※利用対象者
（令和元年度までは１５～
３９歳
令和２年度より１５～４９
歳）

Ａ 概ね計
画どおり

・コロナウイルス感染症対策
を行いながら、引き続き対応
していく。
　※居場所は、コロナウイル
ス感染症対策のため、一日の
利用人数の上限あり。
・ICTを活用する。
　
　

・利用説明会、講演会、家
族懇談会(年25回、233人)
・企業見学会(年10回、32
人)
・心理等相談等（週２回）
(97回、388人)
・居場所(開所日244日、延
利用人数1,573人)

Ａ 概ね計
画どおり

・コロナウイルス感染症対
策を行いながら、引き続き
対応していく。
・引き続き、利用者が自分
らしい働き方や生き方へ繋
がっていける事業を行って
いく。

・利用説明会、講演
会、家族懇談会(年25
回、250人)
・企業見学会(年10回、
35人)
・心理等相談等（週２
回）(97回、388人)
・居場所(開所日244
日、延利用人数1,680
人)
・利用者の状況によっ
ては、連携機関へ取次
ぎ、その人に適した対
応を行っている。
・令和４年8月21号区
報、区のTwitterを通じ
て居場所の再周知を行
う。

・利用説明会、講演
会、家族懇談会(年25
回、250人)
・企業見学会(年10回、
40人)
・心理等相談等（週２
回）(97回、388人)
・居場所(開所日244
日、延利用人数1,680
人) 青少年課

81 P35 イ
思春期・ひきこも
り相談（家族グ
ループ相談）

ひきこもり状態にある子どもをもつ家
族や子どもを対象に、グループ相談や
個別相談を実施します。また、若者自
身のこころの悩みの相談にも対応しま
す。

思春期問題やひきこもりなどについ
て、相談にのり、気持ちを受け止める
ことが、本人、家族の支援につなが
り、自殺の予防につながる。

・グループ相談11回
・精神科医による個別相談
13回

Ａ　 概ね
計画どおり

コロナ禍の影響を考え、継続
的な実施が必要である

・グループ相談11回
・精神科医による個別相談
　　21回

Ａ 概ね計
画どおり

コロナ禍による若者を取り
巻く環境の変化を受け、相
談の充実を行う必要があ
る。

・グループ相談11回
・精神科医による個別
相談　21回

・グループ相談11回
・精神科医による個別
相談　21回
・保健相談所や学校教
育支援センターなど若
者相談に関連する部署
の職員向けに研修を行
う

保健相談所

82 P35 ウ
大人の発達障害の
相談

発達障害を持つ人やその家族に対し
て、専門医や保健師による相談を実施
します。

発達障害を持つ人やその家族が、専門
医等の相談につながることで、適切な
治療や支援を受けるきっかけとなり、
自殺のリスクの軽減につながる。

・精神科医による個別相談
年10回

Ａ　 概ね
計画どおり

継続実施 ・精神科医による個別相談
年10回

Ａ 概ね計
画どおり

継続実施 ・精神科医による個別
相談　年10回

・精神科医による個別
相談　年10回

保健相談所

83 P35 エ
若者総合相談（東
京都）等の周知

東京都若者総合相談センターは、若者
の相談を電話、メール、面接により広
く受け止め、必要に応じて、専門の支
援機関を紹介しています。また、警視
庁少年相談室では、24時間年中無休の
ヤング・テレホン・コーナーを実施し
ています。これらの相談先について
も、区ホームページ等で周知します。

自殺に追い込まれている人を適切な専
門機関につなぎ、自殺リスクの軽減を
図る。

ホームページ等の情報の更
新

Ａ　 概ね
計画どおり

適切な支援を行うため、各種
相談窓口の情報提供を引き続
き実施する。

ホームページ等の情報の更
新

Ａ 概ね計
画どおり

適切な支援を行うため、各
種相談窓口の情報提供を引
き続き実施する。

・ホームページ等の情
報の更新
・二次元バーコードの
活用等による、情報を
入手しやすい環境の整
備

・ホームページ等の情
報の更新
・二次元バーコードの
活用等による、情報を
入手しやすい環境の整
備 保健予防課

84 P35 オ
インターネットを
活用した若者への
情報提供

若者が気軽にアクセスできるようにす
るため、インターネットを活用した検
索しやすい仕組みなど、生きることの
包括的な支援に関する情報の集約と提
供の強化を図ります。

自殺に追い込まれている人を適切な専
門機関につなぎ、自殺リスクの軽減を
図る。

ホームページ等の情報の更
新

Ａ　 概ね
計画どおり

適切な支援を行うため、各種
相談窓口の情報提供を引き続
き実施する。

ホームページ等の情報の更
新

Ａ 概ね計
画どおり

適切な支援を行うため、各
種相談窓口の情報提供を引
き続き実施する。

・ホームページ等の情
報の更新
・二次元バーコードの
活用等による、情報を
入手しやすい環境の整
備

・ホームページ等の情
報の更新
・二次元バーコードの
活用等による、情報を
入手しやすい環境の整
備

保健予防課

85 P36 イ
ねりま若者サポー
トステーション事
業

パソコン、簿記などの就職活動基本技
能講座や、コミュニケーション能力、
学び直しなどの基本トレーニング、体
験就労の実施など、若者等（15～49
歳）の自立を支援します。

さまざまなプログラムを通じて、自
立・就労に必要な力を身につけること
や、就労後の喜び・不安・悩みを同じ
立場の若者で分かち合うことによって
自殺を予防する。

・就労体験(11回、23人)
・資格取得応援講座（ビジ
ネス能力検定講座、パソコ
ン講座など）
　(年244回、646人)
・コミュニケーション講座
(113回、441人)※利用対象
者
（令和元年度までは１５～
３９歳
令和２年度より１５～４９
歳）

Ａ 概ね計
画どおり

・コロナウイルス感染症対策
を行いながら、引き続き対応
していく。
・ICTを活用する。

・短期就労体験(32回、140
人)
・コミュニケーション講座
　(75回、212人)
・インターンシップ前準備
講座(15回、35人)
・就職活動基本技能講座
　(309回、495人)
・企業見学会(10回、32人)
・雇用後ステップアップ支
援(相談件数311件)

Ａ 概ね計
画どおり

・コロナウイルス感染症対
策を行いながら、引き続き
対応していく。
・基本的な講座(学び直し)
から就労支援講座、雇用後
の定着支援(雇用後ステッ
プアップ支援)を継続して
行っていき、利用者が自分
の状況に合ったプログラム
を取り入れていく→達成感
や充実感を感じる→自分へ
の自信を回復、次のステッ
プへ進めるようにしてい
く。

・短期就労体験(40回、
175人)
・コミュニケーション
講座
　(75回、225人)
・インターンシップ前
準備講座(15回、60人)
・就職活動基本技能講
座
　(300回、710人)
・企業見学会(10回、35
人)
・雇用後ステップアッ
プ支援(相談件数342件)
・インターン受入れ企
業、就労受入れ先を増
やしていく。
・青少年課職員も企業
説明会等に参加して、
委託事業者と連携しな
がら就労受入れ先の獲
得を図っている。

・短期就労体験(40回、
180人)
・コミュニケーション
講座
　(75回、225人)
・インターンシップ前
準備講座(15回、60人)
・就職活動基本技能講
座
　(300回、710人)
・企業見学会(10回、40
人)
・雇用後ステップアッ
プ支援(相談件数342件)

青少年課

重点施策　（4）若者等への支援

①　若者が相談できる場の提供と周知

②　若者への支援体制の強化
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86 P36 ア
男女共同参画セン
ターでの講座等の
開催

職場や家庭の中で、生きづらさや働き
づらさを抱える若年女性に対し、自分
が孤立している社会の現状を理解し、
自立への道程を考える機会となる講座
を開催します。また、孤立感の解消に
むけ、当事者同士の交流を通した居場
所づくりを支援します。

ひきこもり経験のある講師の講義等に
より、自立への道程を考えることや、
当事者同士が交流することで、孤立感
を解消し、自殺念慮に陥らないように
することが期待される。

※partⅠとpartⅡの２期実
施

partⅠ実施内容：
・ゆるヨガ体験　２回
　18名参加

partⅡ実施内容：
・セラピー体験　５回
　49名参加

Ａ　 概ね
計画どおり

コロナ禍の中、日程を工夫し
て事業を実施することができ
た。
また、対象者による自主グ
ループの立ち上げに繋がるな
どの成果があった。

※partⅠとpartⅡの２期実
施

partⅠ実施内容：
・ゆるヨガ３回
　25名参加

partⅡ実施内容：
・ゆるヨガ３回
　14名参加
・アートセラピー講座１回
　８名参加
・アサーティブコミュニ
ケーション講座１回
　９名参加

Ａ 概ね計
画どおり

生きづらさを抱えた方々
が、心がほぐれるような企
画・実施を行い、そのなか
で、当事者が自主的なグ
ループ活動ができるようサ
ポートしている。

※partⅠとpartⅡの２
期実施予定

partⅠ実施内容：
・ゆるヨガ３回

partⅡ実施内容：
・ゆるヨガ３回
・アートセラピー講座
１回
・スキンケア、簡単メ
イク講座１回

※partⅠとpartⅡの２
期実施予定

partⅠ実施内容：
・ゆるヨガ３回

partⅡ実施内容：
・ゆるヨガ３回
ほか

人権・男女共同参画課

87 P36 ア 青少年館

青少年を対象としたダンス教室、ミニ
ライブなど様々な講座や催しを行うと
ともに、学習、趣味、スポーツなど気
軽に利用できる施設の開放などを行
い、青少年が集える場を提供していま
す。また、知的障害や肢体不自由のあ
る方の生活を豊かにする青年学級を実
施しています。

「青少年館まつり」など様々な事業を
通して青少年の交流を促進するととも
に、学習やスポーツ活動などが行える
場所の提供、障害者が楽しく過ごせる
青年学級事業などにより孤立感を生ま
ない居場所を提供する。

【青少年館まつり】
・日時:新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため無観
客で実施し、令和２年12月
14日・15日にケーブルテレ
ビで放送

【障害者青年学級】
対象者ごとに４つの学級を
開設。
・ともしび青年学級
（非接触型活動３回）
・あすなろ青年学級
（非接触型活動２回）
・日曜青年学級
（集合型学級活動２回、非
接触型活動１回）
・ひまわり青年学級
（非接触型活動２回）

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、非接触型活動を
中心に活動した。

【青少年館まつり】
日時:令和３年12月18日
（土）10時～18時10分
（令和３年12月24日にケー
ブルテレビで紹介された）

【障害者青年学級】
対象者ごとに４つの学級を
開設。
・ともしび青年学級
（集合型学級活動６回、非
接触型活動５回）
・あすなろ青年学級
（集合型学級活動４回、非
接触型活動５回）
・日曜青年学級
（集合型学級活動５回、非
接触型活動２回）
・ひまわり青年学級
（集合型学級活動１回、非
接触型活動３回）

Ａ 概ね計
画どおり

新型コロナウイルス感染拡
大防止に努め、非接触型な
どを取り入れながら活動を
行った。

【青少年館まつり】
日時:令和４年12月17日
（土）13時～17時

【障害者青年学級】
対象者ごとに４つの学
級を開設。
・ともしび青年学級
（集合型学級活動９
回、非接触型活動２
回）
・あすなろ青年学級
（集合型学級活動９
回、非接触型活動２
回）
・日曜青年学級
（集合型学級活動９
回、非接触型活動２
回）
・ひまわり青年学級
（集合型学級活動９
回、非接触型活動２
回）

【青少年館まつり】
日時:令和５年12月16日
（土）13時～17時

【障害者青年学級】
対象者ごとに４つの学
級を開設。
・ともしび青年学級
（集合型学級活動11
回）
・あすなろ青年学級
（集合型学級活動11
回）
・日曜青年学級
（集合型学級活動11
回）
・ひまわり青年学級
（集合型学級活動11
回）

青少年課

88 P36 イ
社会を明るくする
運動の推進

青少年の非行防止と更生の援助を中心
とした法務省主唱の運動を、区では、
青少年関係団体等による練馬区推進委
員会を設置し、フェスティバルや講演
会等を実施しています。

犯罪・非行の防止や更生保護について
啓発することによって、安全・安心な
地域社会や犯罪・非行をした人を再び
受け入れることができる社会の実現を
図り、自殺予防へとつなげる。

・新型コロナウイルス感染
症予防対策のため、例年実
施しているフェスティバ
ル・つどいは中止。

・パネル展示や、区報、
SNS等の非接触型による啓
発活動の実施により、社会
を明るくする運動を推進す
る。

Ｂ　 遅れ
や修正が生
じた

新型コロナウイルス感染症予
防対策を取りながら事業を進
めていく状況を構築しなくて
はならないことが課題となっ
た。

・新型コロナウイルス感染
症予防対策のため、つどい
は中止した。例年実施して
いるフェスティバルは当初
から予定になかったため行
わなかった。
・パネル展示や、区報、SNS
等の非接触型による啓発活
動の実施により、社会を明
るくする運動を推進した。

Ｂ 遅れや
修正が生じ
た

つどいを実施するかどうか
を新型コロナウイルス感染
症の状況を見ながら判断し
たため、直前に中止を決定
した。翌年度は早い時期か
ら幹事・推進委員と話し合
いを行い、余裕を持って決
定したい。

・新型コロナウイルス
感染症の状況を踏ま
え、不特定多数の人々
が来場するフェスティ
バルについては中止と
する予定。一方、来場
者を特定する等感染症
対策を取りながら執り
行うことが可能なつど
いについては、実施予
定。
・広報活動は引き続き
注力して実施

・新型コロナウイルス
感染症の状況を見なが
ら、フェスティバル・
つどいの実施を検討
・非接触型の広報活動
については、注力して
実施

青少年課

④　青少年の活動と交流の場の提供

③　若年女性への支援と居場所づくり
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資料３－３

89 P37 ア 妊婦全員面談

妊娠届出時に保健師等の専門職が面談
を行い、支援が必要と思われる妊婦を
早期に把握し、妊娠中から継続して支
援します。若年妊娠や予期せぬ妊娠、
病気や育児に不安がある場合などには
早期に個別支援を開始します。

妊娠届出時から保健師等との面談を通
して、心身の不調など個別の状況を把
握し、早期から支援を行うことで、安
心して育児ができるようになる。

・引き続き妊婦に対し個別
支援を行う。

Ａ　 概ね
計画どおり

妊婦面談実施率
99.3％
・年度末に新型コロナウィル
ス感染症の影響で、こんにち
は赤ちゃん訪問を希望しない
方や乳幼児健診の中止・延期
による影響があった。
・電話による面談など代替策
を講じた。

・妊娠届出時に保健師等の
専門職が面談を実施。

Ａ 概ね計
画どおり

妊婦面談実施率　97.1％ 妊婦全員面接を継続実
施。新型コロナウイル
ス感染症を含め、様々
な悩みや不安を聞き取
り、支援を早期に開始
する。

妊婦全員面接を継続実
施。

健康推進課
保健相談所

90 P37 イ 産後ケア事業

家族の支援がなく、体調や育児に不安
がある産後の母子が、助産師のいる施
設で休養を取りながら子育ての方法等
を学ぶことができます。ショートステ
イ、デイケア、早期訪問により母子の
支援を行います。

出産直後の心身の不調に助産師が寄り
添うことで、不安を軽減する。育児の
方法を学ぶことにより家庭で安心して
育児ができる。

引き続き出産直後の母子に
対しきめ細やかな支援を行
う。

Ａ　 概ね
計画どおり

新型コロナウィルス感染症に
よる影響を受け、里帰り予定
や親の支援が受けられない方
が多かった。外国人の方も渡
航できず、産後ケアを利用し
たケースが多かった。

・母子保健法改正により対
象が産後１年未満の母子と
なった。
・助産所・医療機関、合わ
せて４か所で実施
宿泊（ショートステイ）
通所（デイケア）
産後ケア訪問

Ａ 概ね計
画どおり

産後1年までの母子を対象
として事業を実施した

・産後ケア実施施設を
増やし充実を図る(8カ
所）
・デイ・訪問の利用日
数を増やし（多胎世帯
には更に増やし）利用
しやすくする
　デイ7日⇒12日（多胎
18日）
　訪問3回⇒6回（多胎
10回）

産後ケア事業の実施

健康推進課
保健相談所

91 P38 ア
一般相談（総合相
談）

家族の問題、職場や学校などの人間関
係、性的マイノリティについて等、
様々な悩みや困っていることについ
て、必要な助言、支援先の案内その他
適切な援助を行います。

家族の問題、人間関係などで抱えてい
る問題や悩みについて、必要な助言や
支援先の案内などを行い、自殺リスク
の軽減につなげる。

毎日 Ａ　 概ね
計画どおり

コロナ禍ではあるが、来所相
談を休止することなく通常通
り実施した。

毎日 Ａ 概ね計
画どおり

コロナ禍ではあるが、来所
相談を休止することなく通
常通り実施した。

毎日の実施に加えて、
令和４年度から、月１
回男性のための相談事
業を新規実施。

毎日

人権・男女共同参画課

92 P38 イ
専門相談（心の相
談）

相談者の心の悩みや問題に対し、相談
者が自分自身の力で解決していけるよ
う、必要な助言その他の適切な援助を
行います。

孤独、挫折、不安などの精神的な悩み
が自殺念慮にならないように、必要な
助言を行う。

６日/週 Ａ　 概ね
計画どおり

コロナ禍ではあるが、来所相
談を休止することなく通常通
り実施した。

６日/週 Ａ 概ね計
画どおり

コロナ禍ではあるが、来所
相談を休止することなく通
常通り実施した。

６日/週の実施 ６日/週の実施

人権・男女共同参画課

93 P38 ウ
専門相談（DV専門
相談）

配偶者等の暴力に対する悩みや問題に
対し、相談者が自分自身の力で解決し
ていけるよう、必要な助言その他の適
切な援助を行います。

配偶者等からの暴力により、被害者が
心身に不調をきたすことも多いため、
必要な助言や支援先の案内を行うこと
で自殺リスクの軽減につなげる。

３日/週 Ａ　 概ね
計画どおり

コロナ禍ではあるが、来所相
談を休止することなく通常通
り実施した。

３日/週 Ａ 概ね計
画どおり

コロナ禍ではあるが、来所
相談を休止することなく通
常通り実施した。

３日/週の実施 ３日/週の実施

人権・男女共同参画課

重点施策　（5）女性への支援

①　妊産婦への支援

④　男女共同参画センター相談事業
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